
Title 民法一六七条における債権一〇年時効制の立法史的意義とその現在
的課題 (一)

Sub Title Die Entstehung der 10 jährigen Verjährung §167 jap. BGB : ihr
rechtsgeschichtliches Gebilde und Problem der Gegenwart (1)

Author 内池, 慶四郎(Uchiike, Keishiro)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1987

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.60, No.9 (1987. 9) ,p.1- 30 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19870928-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


民
法
一
六
七
条
に
お
け
る
債
権
一
〇
年
時
効
制
の

　
　
　
　
立
法
史
的
意
義
と
そ
の
現
在
的
課
題
（
一
）

民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（11

一二三四五ノ、八七

問
題
提
起

出
訴
期
限
規
則
の
制
定
実
施
と
改
正
の
要
求

各
種
時
効
法
草
案
に
お
け
る
時
効
期
問

旧
民
法
の
時
効
立
法
と
法
典
調
査
会
案
…
　
…
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上
本
号

第
九
議
会
衆
議
院
の
民
法
審
議
－
…
　
　
　
…
以
下
次
号

　
－
民
法
中
修
正
案
委
員
会
の
構
成

修
正
案
委
員
会
の
審
議
経
過

e
第
四
回
会
議

⇔
第
五
回
会
議

㊧
確
定
議

審
議
内
容
の
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と
修
正
の
意
義

現
在
的
課
題
－
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語

内
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四

良β

1



法学研究60巻9号（’87＝9）

一
　
間
題
提
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
近
代
時
効
法
の
歴
史
は
、
時
効
期
間
短
縮
の
歴
史
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
三
〇
年
時

効
は
、
遠
い
過
去
の
沈
滞
し
た
社
会
生
活
の
遺
物
で
あ
っ
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る
活
発
か
つ
広
範
囲
な
取
引
の
発
展
や
交
通
・
連
絡
・

通
信
機
関
の
進
歩
と
い
う
よ
う
な
生
活
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
時
代
錯
誤
の
旧
制
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
は
、
今

日
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
各
国
立
法
の
時
効
期
間
の
最
長
期
問
が
、
各
種
の
特
別
短
期
時
効
の
増
大
と
相
ま
っ
て
、
次
第

に
短
縮
化
す
る
傾
向
を
み
せ
て
い
る
こ
と
も
、
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
明
治
二
九
年
に
公
布
（
前
三
編
）
、
同
三
一
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
わ
が
民
法
典
は
、
一
六
七
条
一
項
に
お
い
て
「
債
権
ハ
十
年
間
之
ヲ
行

ハ
サ
ル
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
規
定
を
字
句
通
り
に
受
取
る
か
ぎ
り
、
民
法
典
は
ほ
ぼ
一
世
紀
以
前
に
お
い

て
、
時
効
法
の
近
代
化
を
、
欧
州
諸
国
の
民
法
典
に
先
が
け
て
、
す
で
に
果
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
。
し
か
し
、
事
実
は

ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
わ
が
現
行
時
効
法
は
、
債
権
一
〇
年
と
い
う
独
特
の
規
定
を
導
入
す
る
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
立
法
史
的
情

況
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
規
定
の
成
立
を
動
機
付
け
た
諸
要
因
は
何
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
規
定
さ
れ
た
「
債
権
」
は
何
を
意
味
す
る
か
。

　
出
訴
期
限
規
則
と
い
う
明
治
六
年
に
出
さ
れ
た
一
布
告
が
、
現
行
時
効
法
と
く
に
一
六
七
条
の
規
定
す
る
債
権
一
〇
年
の
時
効
期
間
の

成
立
に
及
ぼ
し
た
現
在
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
従
来
殆
ど
看
過
さ
れ
て
来
た
観
が
あ
る
が
、
前
述
の
問
題
意
識
に
お
い
て
は
、
こ
の
前
近

代
的
な
太
政
官
布
告
の
持
つ
特
殊
な
時
効
法
と
し
て
の
性
質
・
内
容
は
、
一
六
七
条
の
債
権
一
〇
年
制
の
実
体
を
追
及
す
る
上
で
、
重
要

な
閲
明
の
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
出
訴
期
限
規
則
の
時
効
法
と
し
て
の
形
成
過
程
と
そ
の
特
質
に
着

目
し
、
つ
い
で
同
規
則
改
正
の
動
向
と
し
て
試
み
ら
れ
た
多
く
の
中
間
的
時
効
法
草
案
を
考
察
し
、
さ
ら
に
現
行
法
の
先
駆
た
る
旧
民
法

証
拠
編
の
時
効
法
と
、
そ
の
修
正
案
と
し
て
登
場
す
る
法
典
調
査
会
に
よ
る
現
行
法
原
案
に
到
る
立
法
の
流
れ
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
そ
の
上
で
、
一
六
七
条
一
項
が
誕
生
す
る
直
接
の
機
縁
と
な
っ
た
、
第
九
議
会
衆
議
院
の
民
法
中
修
正
案
委
員
会
に
お
け
る
時
効
法
の

2



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

審
議
に
考
察
を
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
一
六
七
条
は
、
二
〇
年
期
問
と
い
う
政
府
提
出
の
原
案
が
、
こ
の
委
員
会
審
議

に
お
い
て
数
次
に
わ
た
る
修
正
の
変
転
を
経
て
、
現
行
規
定
の
体
裁
に
確
定
す
る
も
の
で
、
こ
の
修
正
の
意
義
を
正
確
に
評
価
す
る
こ
と

は
、
一
六
七
条
と
と
も
に
わ
が
時
効
法
全
体
の
歴
史
的
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
不
可
欠
の
作
業
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
考
察
を
経
た
上
で
、
債
権
一
〇
年
時
効
と
云
う
独
特
な
立
法
に
よ
り
、
わ
が
現
行
時
効
法
が
内
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
い
く

つ
か
の
歴
史
的
1
そ
し
て
現
在
的
な
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
－
）
℃
§
冨
－
N
ぎ
馨
N
暴
暮
層
く
Φ
長
ぼ
毯
覧
募
§
”
o
暮
婁
雪
琶
q
＜
。
警
慕
の
①
窪
9
①
§
匿
ひ
琶
。
q
α
①
島
畠
薮
§
ぎ
る
阜
一
u
ψ

　
一
一
9

（
2
）
　
近
時
広
中
俊
雄
教
授
の
編
著
に
か
か
る
「
第
九
帝
国
議
会
の
民
法
審
議
」
（
昭
昭
六
一
年
七
月
刊
）
に
よ
り
、
第
九
議
会
衆
議
院
の
民
法
中
修

正
案
委
員
会
速
記
録
が
全
文
に
わ
た
り
覆
刻
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
来
充
分
に
研
究
の
と
ど
か
な
か
っ
た
民
法
制
定
の
最
終
部
分
を
補
う
貴
重
な

資
料
の
公
表
と
し
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
資
料
に
負
う
所
が
大
き
い
．

　
筆
者
は
、
さ
き
に
出
訴
期
限
規
則
略
史
－
明
治
時
効
法
の
一
系
譜
（
昭
和
四
三
年
）
の
小
著
に
お
い
て
、
現
行
民
法
典
の
時
効
法
と
出
訴
期
限

規
則
と
の
立
法
史
的
交
渉
に
ふ
れ
る
所
が
あ
っ
た
（
同
書
第
七
章
）
。
新
資
料
を
得
て
本
稿
に
よ
り
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
補
完
す
る
機
会
を
得
た
こ

　
と
を
、
喜
び
と
す
る
も
の
で
あ
る
．

二
　
出
訴
期
限
規
則
の
制
定
実
施
と
改
正
の
要
求

　
民
法
一
六
七
条
の
成
立
に
際
し
て
、
当
時
の
民
事
時
効
に
関
す
る
唯
一
の
実
定
法
で
あ
っ
た
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
三
六
二
号
「
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

訴
期
限
規
則
」
が
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
実
は
、
従
来
も
屡
々
指
摘
せ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
規
則
の
立
法
史
的
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

響
が
現
行
時
効
法
に
も
た
ら
し
た
現
在
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
問
題
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
一
面
に
お
い
て
は
、
法
規
の
歴
史
的
意
味
内
容
に
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
従
来
の
民
法
学
に
お
け
る
主
流
的
解
釈
方
法
の
影
響
も
あ

3
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（
3
）

る
が
、
他
面
に
お
い
て
は
、
出
訴
期
限
規
則
そ
の
も
の
の
、
時
効
法
と
し
て
の
性
格
に
極
め
て
曖
昧
漠
然
と
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
同
規
則
と
の
立
法
史
的
交
渉
の
下
に
成
立
し
た
現
行
時
効
法
が
、
独
特
の
錯
雑
な
体
系
を
持
つ
に
至
っ
た
事
情
な
ど
が
、
そ
の
理
由

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
同
規
則
の
制
定
の
過
程
と
そ
の
実
施
情
況
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
問
題
性
を
め

ぐ
る
同
規
則
改
正
の
動
向
を
、
と
く
に
時
効
期
間
の
規
制
を
中
心
に
考
察
し
て
お
こ
う
．

　
明
治
六
年
九
月
三
〇
日
、
司
法
省
は
「
出
訴
期
限
規
則
被
定
ノ
事
」
に
関
す
る
伺
に
よ
り
、
太
政
官
に
対
し
て
「
今
後
各
種
貸
借
取
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

共
総
テ
其
情
二
基
ッ
キ
出
訴
ノ
期
限
ヲ
定
メ
」
る
べ
き
こ
と
を
上
申
し
た
．
こ
の
伺
は
、
従
来
売
掛
金
一
〇
年
の
出
訴
期
間
に
関
す
る
明

治
四
年
六
月
一
二
目
布
告
、
金
穀
貸
借
に
五
年
の
出
訴
期
間
を
定
め
た
五
年
布
告
第
三
〇
〇
号
、
ま
た
土
地
家
屋
賃
貸
に
関
す
る
六
年
布

告
第
一
〇
号
な
ど
、
各
種
取
引
ご
と
に
区
々
に
定
め
ら
れ
て
い
た
出
訴
期
限
に
関
す
る
従
来
の
不
統
一
な
規
制
を
、
「
前
後
抵
触
シ
権
衡

錯
乱
イ
タ
シ
裁
判
所
不
都
合
」
で
あ
る
と
し
て
、
各
種
取
引
に
つ
き
そ
の
性
質
に
応
じ
た
適
当
な
出
訴
期
限
を
定
め
る
べ
き
必
要
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
。
伺
に
添
付
さ
れ
た
規
則
原
案
が
、
法
制
課
の
審
査
を
経
た
上
で
、
同
年
一
一
月
五
日
太
政
官
布
告
第
三
六
二
号
「
出
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

期
限
規
則
」
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
規
則
は
、
前
文
と
全
五
条
の
規
定
よ
り
成
る
が
、
そ
の
前
文
に
か
か
げ
る
立
法
趣
旨
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
規
則
は
、
金
穀
貸

借
、
売
買
そ
の
他
種
々
の
取
引
に
お
い
て
履
行
期
を
定
め
て
契
約
を
結
び
な
が
ら
、
そ
の
期
限
を
守
ら
な
い
場
合
の
出
訴
期
限
を
定
め
た

も
の
で
あ
り
、
全
二
五
項
目
に
わ
た
る
各
種
取
引
上
の
債
権
が
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
、
六
ヶ
月
（
第
一
条
）
、
一
年
（
第
二
条
）
、
五
年

（
第
三
条
）
の
三
期
間
に
分
属
配
置
さ
れ
て
い
る
．

　
前
文
中
に
、
履
行
期
到
来
後
「
延
期
勘
弁
中
数
多
ノ
歳
月
ヲ
過
去
リ
出
訴
致
シ
候
時
ハ
貸
方
借
方
請
人
証
人
ノ
内
死
亡
又
ハ
転
住
又
ハ

失
踪
等
ノ
者
モ
有
之
事
理
曖
昧
二
立
至
リ
裁
判
上
不
都
合
不
少
」
と
は
、
本
規
則
立
法
の
必
要
性
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
右
出
訴
期

限
ヲ
過
去
リ
出
訴
セ
サ
ル
者
ハ
自
分
条
約
ヲ
取
消
シ
タ
ル
者
ト
看
倣
シ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ハ
受
取
ヘ
キ
権
利
ヲ
失
ヒ
引
渡
ス
ヘ
キ
者
ハ
引
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
免
レ
候
事
ト
相
定
メ
候
二
付
若
シ
出
訴
致
シ
候
ト
モ
取
上
不
致
候
」
と
は
、
期
限
経
過
の
効
果
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

4



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1〕

　
本
規
則
第
三
条
の
定
め
る
五
年
期
間
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
明
治
五
年
一
〇
月
七
日
太
政
官
布
告
第
三
〇
〇
号
第
三
条
に
「
期
ヲ
約
シ
テ

金
銀
貸
借
シ
若
シ
期
二
及
テ
不
返
時
内
証
屡
催
促
ヲ
ナ
ス
ト
難
ト
モ
期
日
後
満
五
年
二
至
ル
迄
一
度
モ
訴
出
サ
ル
者
ハ
裁
判
二
不
及
候

事
」
と
し
て
有
期
の
金
銀
貸
借
に
つ
い
て
定
め
た
五
年
の
出
訴
期
間
を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
六
ケ
月
、
一
年
、
五
年
と
い
う

期
問
の
三
分
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
一
、
二
二
七
二
、
二
二
七
五
各
条
の
定
め
る
特
別
短
期
時
効
の
期
間
に
対
応
し
、
規
則
各
条

に
掲
げ
る
債
権
の
種
目
に
も
彼
此
共
通
す
る
も
の
が
多
い
ほ
か
、
わ
が
国
旧
制
の
本
公
事
、
金
公
事
、
仲
間
事
等
の
訴
権
に
対
応
す
る
項

目
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
短
期
時
効
制
と
わ
が
国
の
旧
慣
、
旧
制
が
混
瀟
し
た
独
特
の
体
裁
を
示

　
　
（
7
）

し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
出
訴
期
限
規
則
は
、
各
種
取
引
の
出
訴
期
限
を
定
め
る
べ
く
定
立
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
．
従

来
金
穀
貸
借
あ
る
い
は
売
掛
金
の
規
制
を
中
心
に
行
わ
れ
て
来
た
出
訴
期
問
制
の
展
開
と
し
て
の
特
質
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
有
期
の
金
穀
貸
借
・
売
掛
金
を
中
心
と
す
る
一
連
の
取
引
上
の
債
権
に
適
用
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

（
こ
れ
ら
は
限
定
列
挙
と
解
さ
れ
て
お
り
ー
実
務
上
、
多
少
の
類
推
な
い
し
拡
張
解
釈
は
な
さ
れ
て
い
た
が
ー
と
く
に
不
法
行
為
の
よ
う
な
契
約
外
の

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

債
権
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
取
得
時
効
に
あ
た
る
規
定
も
な
い
）
、
ま
た
五
年
を
最
長
期
と
し
て
、
一
年
、
六
ヶ
月
と
い
う
極
度
の
短
期
間

を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
．
さ
ら
に
援
用
、
放
棄
、
中
断
、
停
止
等
の
時
効
に
特
有
の
制
度
に
関
す
る
規
定

を
一
切
欠
い
て
い
る
こ
と
は
、
本
規
則
制
定
当
時
の
民
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
書
証
が
重
視
さ
れ
、
目
安
糺
の
段
階
で
取
上
不
取
上
を
職

権
的
に
審
査
す
る
訴
権
の
厳
格
な
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
た
手
続
規
制
の
実
情
と
の
関
連
か
ら
し
て
、
本
規
則
の
時
効
法
と
し
て
の
機
能
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

著
し
く
減
殺
す
る
も
の
で
あ
っ
た
．
要
す
る
に
制
定
当
時
の
出
訴
期
限
規
則
は
、
取
引
法
と
し
て
も
、
時
効
法
と
し
て
も
、
来
る
べ
き
民

法
典
・
民
訴
法
典
の
完
備
を
ま
つ
間
の
応
急
の
過
渡
的
立
法
で
あ
り
、
そ
の
不
完
全
性
は
覆
う
べ
く
も
な
い
も
の
が
あ
る
．
い
わ
ば
将
来

の
民
法
典
に
お
け
る
時
効
法
の
一
般
・
原
則
規
定
の
定
立
を
予
定
し
た
特
別
法
（
本
規
則
制
定
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
特
別
短
期
時
効
に

拠
っ
た
こ
と
自
体
が
、
本
規
則
の
特
別
法
と
し
て
の
性
格
を
当
初
か
ら
決
定
づ
け
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
）
で
あ
り
な
が
ら
、
民
法
典
編
纂
が
大
幅

5
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に
遅
れ
た
こ
と
が
、
一
般
法
、
原
則
法
の
な
い
特
別
法
と
し
て
、
本
規
則
の
時
効
法
と
し
て
の
性
質
を
、
は
な
は
だ
曖
昧
な
も
の
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
変
則
か
つ
不
完
全
な
出
訴
期
限
規
則
が
、
明
治
民
法
実
施
の
時
期
ま
で
唯
一
の
実
定
的
時
効
法
と
し
て
運
用
さ
れ
た
の
は
、

一
方
に
お
い
て
は
、
明
治
一
〇
年
三
月
二
六
日
司
法
省
達
丁
第
二
七
号
に
よ
る
訴
答
文
例
の
適
用
、
同
年
四
月
五
日
司
法
省
達
丁
第
二
九

号
に
よ
る
目
安
糺
廃
止
等
を
中
心
と
す
る
裁
判
手
続
の
改
革
、
他
方
に
お
い
て
は
、
同
規
則
の
運
用
を
め
ぐ
る
伺
指
令
　
　
と
く
に
被
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

の
援
用
を
ま
っ
て
出
訴
期
限
規
則
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
た
明
治
一
六
年
二
月
一
九
日
司
法
省
内
訓
第
八
九
八
号
　
　
さ
ら
に
解
釈
を

通
じ
て
適
用
範
囲
の
拡
大
を
は
か
る
各
地
裁
判
所
お
よ
び
大
審
院
判
例
の
集
積
（
さ
ら
に
は
そ
れ
に
指
導
的
影
響
を
与
え
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

理
論
）
等
に
よ
る
裁
判
実
務
上
の
実
践
的
法
形
成
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
．

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
同
規
則
の
合
理
的
運
用
を
は
か
る
実
務
上
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
出
訴
期
限
規
則

に
内
蔵
さ
れ
る
時
効
法
と
し
て
の
制
度
的
限
界
－
適
用
範
囲
の
限
定
、
期
間
の
短
期
性
、
取
得
時
効
の
欠
落
、
援
用
・
放
棄
、
中
断
・

停
止
等
に
関
す
る
明
文
規
定
の
不
備
等
i
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
広
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
同
規
則
に
対
す
る
各
方
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
強
い
批
判
を
招
来
し
、
同
規
則
の
抜
本
的
か
つ
早
急
な
改
正
が
要
望
さ
れ
、
多
く
の
時
効
立
法
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
下

に
そ
の
動
向
を
略
述
し
よ
う
．

6

（
1
）
　
例
え
ば
梅
謙
次
郎
・
民
法
要
義
巻
之
一
（
明
治
二
九
年
版
）
三
五
六
頁
、
富
井
政
章
・
民
法
原
論
・
総
則
（
明
治
四
一
年
版
）
五
九
七
頁
、
近

時
に
お
い
て
は
北
川
善
太
郎
・
註
釈
民
法
㈲
三
一
五
頁
。
小
林
一
俊
・
民
法
総
則
理
由
概
要
二
八
一
頁
等
．

（
2
）
　
近
時
解
釈
論
と
し
て
出
訴
期
限
規
則
の
現
行
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
柳
沢
秀
吉
「
相
続
回
復
請
求
権
の
消
滅
時
効
」

⇔
名
城
法
学
二
九
巻
一
・
二
合
併
号
五
九
頁
以
下
、
「
商
事
消
滅
時
効
」
同
上
三
〇
巻
四
号
一
一
五
頁
以
下
、
「
売
買
代
金
債
権
の
消
滅
時
効
」
同
上

　
三
五
巻
三
号
二
二
頁
以
下
が
注
目
さ
れ
る
。

（
3
）
　
金
田
平
一
郎
「
明
治
前
半
期
の
民
事
責
任
法
」
法
政
研
究
一
七
巻
一
五
七
頁
以
下
、
中
川
善
之
助
「
法
律
史
」
九
四
頁
、
金
沢
理
「
明
治
初
期

　
に
於
け
る
消
費
貸
借
法
の
変
遷
」
早
稲
田
法
学
一
〇
巻
八
一
頁
以
下
、
染
野
義
信
「
わ
が
国
民
事
訴
訟
法
の
近
代
化
の
過
程
」
（
菊
井
先
生
献
呈
論
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集
・
上
）
五
〇
九
頁
以
下
等
に
お
い
て
、
出
訴
期
限
規
則
の
時
効
法
と
し
て
の
理
解
・
評
価
は
論
者
に
よ
り
か
な
り
区
々
に
分
か
れ
て
い
る
．
同
規

則
の
時
効
法
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
施
行
以
前
か
ら
す
で
に
裁
判
実
務
や
学
説
上
議
論
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点
に
対
す
る
認

識
の
違
い
が
、
第
九
議
会
の
審
議
に
お
い
て
政
府
委
員
の
梅
と
特
別
委
員
会
を
構
成
す
る
多
数
委
員
と
の
論
争
を
招
来
し
た
こ
と
は
後
述
す
る
通
り

　
で
あ
る
。

（
4
）
　
明
治
六
年
九
月
三
〇
目
「
出
訴
期
限
規
則
被
定
ノ
事
」
に
関
す
る
司
法
省
伺

　
　
　
　
金
穀
貸
借
ヲ
始
メ
物
品
売
買
ヨ
リ
其
他
各
種
ノ
取
引
等
二
至
ル
マ
テ
双
方
ノ
情
実
二
基
キ
便
益
ヲ
共
ニ
シ
条
約
ヲ
結
ヒ
信
義
ヲ
固
ク
ス
ル
ヨ

　
　
　
リ
起
リ
シ
事
二
付
一
旦
条
約
二
背
キ
信
義
ヲ
破
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
条
約
期
限
ヲ
過
候
得
ハ
片
時
モ
等
閑
二
可
捨
置
筋
無
之
就
テ
ハ
其
出
訴
ノ
期

　
　
　
限
モ
其
事
理
二
基
キ
伸
縮
可
有
之
処
壬
申
第
三
百
号
御
布
令
二
金
穀
貸
借
之
儀
ハ
期
限
後
満
五
年
二
至
ル
迄
一
度
モ
不
訴
出
者
ハ
裁
判
不
及
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
有
之
又
明
治
六
年
第
十
号
一
月
十
三
日
ノ
御
布
告
但
書
ニ
ハ
不
動
産
二
属
ス
ル
義
ハ
満
五
年
ヲ
過
ル
ト
錐
ト
モ
裁
判
可
及
ト
有
之
加
之
売
掛
之

　
　
　
儀
辛
未
六
月
十
二
目
ノ
御
布
告
ニ
ハ
五
ケ
年
ヲ
過
候
テ
モ
裁
判
及
ヒ
候
訳
二
有
之
前
後
抵
触
シ
権
衡
錯
乱
イ
タ
シ
裁
判
所
不
都
合
二
付
今
後
各

　
　
　
種
貸
借
取
引
共
総
テ
其
情
二
基
ッ
キ
出
訴
ノ
期
限
ヲ
定
メ
候
様
致
シ
候
間
別
紙
ノ
振
合
ヲ
以
テ
御
布
告
相
成
候
様
致
シ
度
見
込
二
有
之
候
働
テ

　
　
　
為
御
参
酌
此
段
相
伺
候
也

　
　
明
治
六
年
九
月
三
〇
日
の
前
記
司
法
省
伺
に
は
「
御
布
告
案
文
」
と
し
て
左
の
原
案
が
別
紙
（
司
法
省
青
一
〇
行
罫
紙
）
添
付
さ
れ
て
い
る
（
公

文
録
・
明
治
六
年
＝
月
司
法
省
之
部
一
・
第
八
。
案
文
は
法
制
課
の
審
査
に
か
か
り
、
文
中
×
印
は
朱
抹
さ
れ
た
箇
所
、
括
孤
内
の
文
字
は
同
課

　
の
加
え
た
訂
正
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
金
穀
貸
借
ヲ
始
メ
ト
シ
物
品
売
買
ヨ
リ
其
外
種
々
ノ
取
引
等
二
至
ル
マ
テ
双
方
ノ
者
互
二
受
取
渡
ノ
期
限
ヲ
定
メ
条
約
ヲ
結
ヒ
置
キ
タ
ル
処

　
　
　
（
二
と
方
ノ
者
其
条
約
ヲ
破
リ
タ
ル
時
ハ
早
速
裁
判
所
へ
出
訴
イ
タ
シ
不
苦
候
処
延
期
ノ
勘
弁
ヲ
加
へ
出
訴
ヲ
見
合
候
者
モ
有
之
亦
タ
薙
愛
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
人
情
ニ
テ
尤
ノ
事
二
付
早
速
出
訴
イ
タ
シ
候
ト
モ
又
ハ
勘
弁
ヲ
加
へ
候
ト
モ
人
民
ノ
自
由
二
任
シ
（
セ
）
出
訴
期
限
ノ
法
則
不
相
定
候
処
右
延
期

　
　
　
勘
弁
中
数
多
ノ
歳
月
ヲ
過
去
リ
出
訴
致
シ
候
時
ハ
貸
方
借
方
請
人
証
人
ノ
内
死
亡
又
ハ
転
住
又
ハ
失
踪
等
ノ
者
モ
有
之
事
理
曖
昧
二
立
至
リ
裁

　
　
　
判
上
不
都
合
不
少
候
二
付
訴
訟
ノ
事
柄
二
因
リ
夫
々
出
訴
ノ
期
限
ヲ
定
候
条
来
明
治
六
年
十
一
月
一
目
（
掛
紙
e
・
六
年
十
二
月
一
日
、
掛
紙

　
　
　
〇
七
年
一
月
一
日
）
ヨ
リ
後
二
結
ヒ
タ
ル
条
約
期
限
ニ
テ
右
出
訴
期
限
ヲ
過
去
リ
出
訴
セ
ザ
ル
者
ハ
自
分
条
約
ヲ
取
消
シ
タ
ル
者
ト
看
敏
シ
受

　
　
　
取
ル
ヘ
キ
者
ハ
受
取
ル
可
キ
権
利
ヲ
失
ヒ
引
渡
ス
可
キ
者
ハ
引
渡
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
免
レ
候
事
ト
相
定
メ
候
二
付
若
シ
出
訴
致
シ
候
ト
モ
取
上
ケ

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
不
致
候
事
　
此
旨
布
告
候
事

　
　
　
　
　
出
訴
期
限
規
則

　
　
　
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
（
い
ず
れ
も
布
告
正
文
－
次
注
参
照
1
と
同
一
の
た
め
省
略
・
筆
者
V

7



法学研究60巻9号（8719）

　
　
　
第
五
条
　
一
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
条
約
ニ
テ
六
年
十
月
三
十
目
（
掛
紙
e
・
十
一
月
三
十
目
、
掛
紙
⇔
・
十
二
月
三
十
一
日
）
以
前
二
条
約
期
限

　
　
　
ノ
切
レ
タ
ル
事
件
ハ
右
明
治
六
年
十
月
三
十
目
（
掛
紙
e
・
十
一
月
三
十
日
、
掛
紙
⇔
・
十
二
月
三
十
一
目
）
ヲ
条
約
ノ
期
限
ト
看
倣
ス
ヘ
シ

　
　
　
又
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
条
約
ニ
テ
其
期
限
ノ
明
治
六
年
十
一
月
一
目
（
掛
紙
e
・
六
年
十
二
月
一
日
、
掛
紙
⇔
・
七
年
一
月
一
日
）
後
二
及
フ
事

　
　
　
件
ハ
条
約
期
限
ノ
切
レ
タ
ル
翌
日
ヨ
リ
第
一
条
第
二
条
第
三
条
ノ
種
類
二
従
ヒ
出
訴
ノ
期
限
ヲ
起
算
致
ス
ヘ
キ
事
但
明
治
五
年
壬
申
第
三
百
号

　
　
　
布
告
第
三
条
二
定
メ
タ
ル
規
則
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
右
之
通
候
事
　
　
明
治
六
年
九
月
三
十
日

　
　
本
伺
に
対
す
る
法
制
課
議
案
（
六
年
一
〇
月
五
日
・
第
一
二
五
号
・
太
政
官
朱
一
〇
行
罫
紙
）
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
別
紙
司
法
省
伺
訴
訟
期
限
之
義
ハ
至
当
二
相
見
候
間
御
採
用
可
然
掛
紙
ノ
通
更
正
御
発
表
相
成
可
然
存
候
也

　
　
　
　
御
指
令
案
　
　
伺
之
趣
第
三
百
六
十
二
号
布
告
相
成
候
事

　
　
　
　
　
（
朱
書
）
　
但
シ
公
布
ハ
司
法
省
立
案
ノ
儘
一
二
掛
紙
更
正
ニ
テ
差
支
無
之
二
付
略
之
　
明
治
六
年
十
一
月
八
日

　
　
公
文
録
所
収
の
上
記
諸
資
料
は
、
司
法
省
の
立
案
に
か
か
る
出
訴
期
限
規
則
が
、
そ
の
適
用
の
時
間
的
範
囲
に
つ
い
て
法
制
課
の
審
議
修
正
を
経

た
後
、
六
年
布
告
第
三
六
二
号
と
し
て
公
布
さ
れ
る
に
至
る
過
程
を
示
す
．

（
5
）
　
太
政
官
布
告
明
治
六
年
第
三
六
二
号

　
　
金
穀
貸
借
ヲ
始
メ
ト
シ
物
品
売
買
ヨ
リ
其
外
種
々
ノ
取
引
等
二
至
ル
マ
テ
双
方
ノ
者
互
二
受
取
渡
ノ
期
限
ヲ
定
メ
条
約
ヲ
結
ヒ
置
キ
タ
ル
ニ
一

　
　
方
ノ
者
其
条
約
ヲ
破
リ
タ
ル
時
ハ
早
速
裁
判
所
へ
出
訴
イ
タ
シ
不
苦
候
処
延
期
ノ
勘
弁
ヲ
加
へ
出
訴
見
合
候
者
モ
有
之
是
亦
タ
慈
愛
ノ
人
情
ニ

　
　
　
テ
尤
ノ
事
二
付
早
速
出
訴
イ
タ
シ
候
ト
モ
又
ハ
勘
弁
ヲ
加
へ
候
ト
モ
人
民
ノ
自
由
二
任
セ
出
訴
期
限
ノ
法
則
不
相
定
候
処
右
延
期
勘
弁
中
数
多

　
　
　
ノ
歳
月
ヲ
過
去
リ
出
訴
致
シ
候
時
ハ
貸
方
借
方
請
人
証
人
ノ
内
死
亡
又
ハ
転
住
又
ハ
失
踪
等
ノ
者
モ
有
之
事
理
曖
昧
二
立
至
リ
裁
判
上
不
都
合

　
　
　
不
少
候
二
付
訴
訟
ノ
事
柄
二
因
リ
夫
々
出
訴
ノ
期
限
ヲ
定
候
条
来
明
治
七
年
一
月
一
日
ヨ
リ
後
二
結
ヒ
タ
ル
条
約
期
限
ニ
テ
右
出
訴
期
限
ヲ
過

　
　
　
去
リ
出
訴
セ
サ
ル
者
ハ
自
分
条
約
ヲ
取
消
シ
タ
ル
者
ト
看
徴
シ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ハ
受
取
ヘ
キ
権
利
ヲ
失
ヒ
引
渡
ス
ヘ
キ
者
ハ
引
渡
ス
ヘ
キ
義
務

　
　
　
ヲ
免
レ
候
事
ト
相
定
メ
候
二
付
若
シ
出
訴
致
シ
候
ト
モ
取
上
不
致
候
此
旨
布
告
候
事

　
　
　
　
出
訴
期
限
規
則

　
　
　
　
　
第
一
条

　
　
　
　
一
　
学
芸
ノ
授
業
料

　
　
　
　
一
　
旅
籠
料

　
　
　
　
一
　
運
送
賃

8



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一

飲
食
料

手
附
金

商
人
互
ノ
売
掛
金

職
人
ノ
手
間
代
金

旦
雇
人
ノ
給
料

請
負
金

芝
居
等
ノ
木
戸
銭
又
ハ
桟
敷
銭
等

男
女
芸
者
ノ
揚
代
金

右
ハ
六
個
月
限

　
　
第
二
条

一
　
医
師
ノ
診
診
料
及
ヒ
薬
料

一
　
授
業
師
ヨ
リ
門
弟
二
給
与
シ
タ
ル
飲
食
料

一
　
商
人
ヨ
リ
商
人
二
非
サ
ル
者
ヘ
ノ
売
掛
代
金

一
　
一
個
年
期
マ
テ
ノ
奉
公
人
給
料

右
ハ
一
個
年
限

　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一

第
三
条

期
限
ヲ
定
メ
タ
ル
貸
附
米
金
及
ヒ
利
息
ア
レ
ハ
其
利
息

期
限
ヲ
定
メ
タ
ル
預
米
金
及
ヒ
利
息
ア
レ
ハ
其
利
息

家
屋
及
ヒ
土
地
ノ
借
賃

小
作
米
金

証
拠
金

敷
金

物
品
ノ
借
賃
又
ハ
損
料

養
育
料

七
個
年
期
マ
テ
ノ
奉
公
人
給
料

期
限
ナ
キ
年
金
及
ヒ
一
生
涯
ノ
年
金

右
ハ
五
個
年
限

　
　
第
四
条

一
　
条
約
証
書
中
期
限
ナ
キ
者
ハ
出
訴
ノ
日
ヲ
期
限
ト
看
倣
シ
候
故
何
時

　
出
訴
致
シ
候
テ
モ
苦
カ
ラ
サ
ル
事

　
　
　
　
　
第
五
条

　
　
　
　
　
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
条
約
ニ
テ
明
治
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
二
条
約
期
限
ノ
切
レ
タ
ル
事
件
ハ
右
明
治
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ヲ
条

　
　
　
　
約
ノ
期
限
ト
看
散
ス
ヘ
シ
又
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
条
約
ニ
テ
其
期
限
ノ
明
治
七
年
一
月
一
日
後
二
及
フ
事
件
ハ
条
約
期
限
ノ
切
レ
タ
ル
翌
日

　
　
　
　
　
ヨ
リ
第
一
条
第
二
条
第
三
条
ノ
種
類
二
従
ヒ
出
訴
ノ
期
限
ヲ
起
算
致
ス
ヘ
キ
事

　
　
　
　
　
但
明
治
五
年
壬
申
第
三
百
号
布
告
第
三
条
二
定
メ
タ
ル
規
則
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス

（
6
）
石
井
良
助
「
民
事
時
効
規
則
と
期
満
効
規
則
に
つ
い
て
」
民
法
典
の
編
纂
一
二
七
頁
は
、
こ
の
規
則
前
文
に
、
権
利
を
失
い
、
義
務
を
免
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
期
定
し
な
が
ら
「
出
訴
致
シ
候
ト
モ
取
上
不
致
候
」
と
し
て
訴
訟
の
不
受
理
を
規
定
し
て
い
る
文
章
は
前
後
撞
着
し
て
い
る
と
評
さ
れ
る
．
こ
の

点
に
も
、
近
代
時
効
法
と
取
上
不
取
上
の
職
権
的
審
査
と
い
う
旧
来
の
訴
訟
手
続
と
の
過
渡
的
立
法
で
あ
る
出
訴
期
限
規
則
の
歴
史
的
特
質
が
、
見

　出さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

9
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（
7
）
　
規
則
一
条
所
掲
の
木
戸
銭
・
桟
敷
銭
・
芸
者
揚
代
金
等
は
、
旧
制
の
仲
間
事
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
種
目
で
あ
り
、
手
附
金
・
請
負
金
・
手

　
間
代
金
や
三
条
所
掲
の
貸
附
米
金
・
預
米
金
・
小
作
料
・
証
拠
金
・
敷
金
・
物
品
借
賃
損
料
等
は
、
同
様
に
旧
制
の
金
公
事
・
本
公
事
以
来
の
旧
慣

　
を
顧
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
江
戸
期
に
お
け
る
各
種
債
権
と
各
公
事
・
仲
間
事
へ
の
分
属
に
つ
い
て
は
、
金
田
平
一
郎
・
近
世
債
権
法
四
四
頁

　
以
下
、
同
・
特
別
民
事
訴
訟
法
e
一
三
〇
頁
以
下
、
小
早
川
欣
吾
・
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
四
二
〇
、
五
二
九
頁
以
下
参
照
．
金
公
事
・
本
公

　
事
の
区
別
と
と
も
に
仲
間
事
不
受
理
の
原
則
が
、
明
治
初
頭
の
法
制
に
残
存
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
田
・
我
近
世
法
上
の
「
仲
ケ
間
事
」
国
家

　
学
会
雑
誌
四
六
巻
七
七
頁
以
下
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
条
所
掲
の
授
業
料
・
旅
籠
料
・
飲
食
料
・
旦
雇
人
給
料
、
二
条
所
掲
の
診
薬
料
・
飲

　
食
料
・
売
掛
代
金
等
の
各
種
目
や
売
掛
金
を
商
人
相
互
の
も
の
と
商
人
よ
り
非
商
人
に
対
す
る
も
の
と
で
区
別
す
る
規
制
（
一
－
二
条
）
等
は
、
お

　
そ
ら
く
フ
ラ
ソ
ス
民
法
二
二
七
一
、
二
二
七
二
、
二
二
七
七
各
条
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
。
出
訴
期
限
規
則
の
成
立
に
、
い
か
な
る
外
国
法
が
影
響

　
を
及
ぽ
し
た
か
に
つ
い
て
は
学
説
の
争
い
が
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
出
訴
期
限
規
則
略
史
七
二
頁
以
下
参
照
．

（
8
）
　
出
訴
期
限
規
則
に
明
文
が
な
い
訴
訟
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
規
則
一
条
の
六
ヶ
月
の
期
限
を
適
用
す
る
べ
き
旨
の
指
令
（
明
治
八
年
一
月

　
一
三
日
静
岡
県
伺
に
対
す
る
指
令
・
民
事
覧
要
・
乙
五
八
四
）
が
あ
り
．
大
審
院
明
治
二
二
年
三
月
二
三
日
判
決
（
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録

　
⑥
八
九
）
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。

　
　
裁
判
執
行
の
出
訴
期
限
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
一
年
三
月
二
日
司
法
省
達
丁
第
九
号
に
よ
り
、
規
則
三
条
の
五
年
と
す
る
旨
が
達
せ
ら
れ
て
い

　
る
（
民
事
要
録
・
戊
ω
四
二
）
。

　
　
売
買
目
的
物
の
引
渡
講
求
に
つ
い
て
は
動
揺
が
見
ら
れ
、
「
売
掛
金
反
対
」
と
し
て
規
則
一
、
二
条
の
適
用
を
指
令
し
た
例
（
明
治
七
年
一
一
月

　
八
日
、
同
年
同
月
一
二
日
、
同
年
一
二
月
二
〇
日
、
八
年
六
月
三
日
等
各
指
令
・
民
事
要
録
・
甲
三
〇
三
、
六
八
三
、
丙
一
八
二
）
に
対
し
て
、
こ

れ
を
否
定
的
に
解
す
る
大
審
院
判
例
（
大
判
明
治
一
四
年
六
月
二
九
日
・
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
ω
コ
三
、
大
判
明
治
一
六
年
六
月
一
一

　
日
・
同
上
⑥
一
五
六
）
が
対
立
し
て
い
る
。

　
　
売
掛
金
と
貸
借
と
双
方
に
解
し
う
る
余
地
の
あ
る
事
例
に
つ
い
て
、
司
法
省
は
貸
金
と
し
て
規
則
三
条
の
五
年
を
適
用
す
べ
き
旨
を
指
令
し
て
い

　
る
が
（
明
治
八
年
五
月
二
八
日
、
同
年
六
月
二
日
．
三
日
の
各
指
令
・
民
事
要
録
・
丙
一
七
八
、
一
八
一
、
一
八
三
）
、
こ
の
こ
と
は
、
売
掛
金
に

　
つ
い
て
六
ケ
月
、
一
年
と
い
う
短
期
を
定
め
た
こ
と
が
出
訴
期
限
規
則
の
難
点
と
し
て
批
判
さ
れ
た
事
実
に
関
連
し
て
、
注
目
さ
れ
る
実
務
対
処
で

あ
る
。
後
出
注
（
1
3
）
参
照
。

（
9
）
　
貯
物
返
還
の
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
（
不
法
行
為
）
に
つ
い
て
は
、
「
出
訴
期
限
規
則
二
因
ル
コ
ト
ナ
ク
何
時
訴
出
ル
モ
訴
権
ヲ
失
ハ

　
サ
ル
ヘ
シ
」
と
す
る
明
治
一
五
年
四
月
一
五
日
の
司
法
省
内
訓
が
出
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
追
テ
民
法
ノ
創
定
ア
ル
迄
ハ
現

今
行
フ
所
ノ
民
事
ノ
規
則
二
依
ル
ヘ
キ
ハ
伺
ノ
通
ナ
レ
ト
モ
出
訴
期
限
規
則
ハ
人
民
相
互
ノ
契
約
ヨ
リ
起
ル
出
訴
ノ
期
限
ヲ
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

10



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　
ニ
シ
テ
犯
罪
ヨ
リ
生
ス
ル
訴
権
ノ
コ
ト
ヲ
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
民
法
ノ
創
定
ア
ル
迄
ハ
先
例
二
因
リ
暫
ク
無
期
限
ノ
モ
ノ
ト
為

　
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
説
く
．
冨
岡
門
前
警
察
署
編
纂
・
治
罪
法
令
訓
集
二
頁
以
下
．

　
　
こ
れ
に
対
し
、
取
引
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
す
な
わ
ち
「
人
民
商
業
取
引
上
二
付
キ
相
手
方
ノ
者
不
信
不
実
ノ
所
業
有
之
ヨ
リ

損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
償
ヲ
需
ム
ル
ノ
出
訴
期
限
」
に
つ
い
て
は
、
「
契
約
ノ
種
類
二
因
リ
出
訴
期
限
規
則
二
照
準
可
致
事
」
と
す
る
指
令
が
な
さ
れ
て

　
い
る
。
明
治
一
〇
年
一
〇
月
一
六
日
指
令
・
司
法
省
指
令
録
民
事
部
第
二
八
号
二
九
頁
．

（
1
0
）
　
目
安
糺
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
「
目
安
糺
・
相
対
済
令
お
よ
び
仲
間
事
ー
近
世
債
権
法
と
民
事
訴
訟
法
の
接
点
」
菊
井
先
生
献
呈

論
文
集
（
上
）
所
収
四
九
頁
以
下
、
こ
の
制
度
と
出
訴
期
限
規
則
の
運
用
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
石
井
・
前
掲
「
民
事
時
効
規
則
と
期
満
効
規

則
に
つ
い
て
」
一
二
七
頁
以
下
、
拙
著
・
出
訴
期
限
規
則
略
史
二
＝
頁
以
下
参
照
。

（
1
1
）
　
司
法
省
内
訓
明
治
一
六
年
第
八
九
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
審
　
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
判
　
所

　
　
　
明
治
六
年
第
三
百
六
十
二
号
布
告
出
訴
期
限
ノ
儀
二
付
別
紙
ノ
通
弘
前
始
審
裁
判
所
ヨ
リ
請
訓
有
之
候
処
抑
出
訴
期
限
ノ
設
ア
ル
所
以
ハ
歳
時

　
　
　
ノ
経
久
二
由
リ
テ
証
拠
隠
滅
シ
事
理
曖
昧
二
帰
シ
裁
判
実
ヲ
失
ス
ル
ノ
恐
ア
ル
ヲ
以
テ
其
詞
訟
ノ
種
類
二
依
リ
一
定
ノ
期
限
ヲ
過
ク
ル
モ
ノ
ハ

　
　
裁
判
セ
サ
ル
ト
云
フ
ニ
在
リ
然
レ
ト
モ
事
理
果
シ
テ
曖
昧
二
帰
ス
ル
カ
否
ハ
被
告
ノ
答
弁
ヲ
侯
ツ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
予
知
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
故

　
　
　
二
其
答
弁
ヲ
侯
チ
義
務
消
散
シ
タ
ル
旨
申
立
テ
前
段
場
合
二
際
ス
ル
ニ
至
リ
該
法
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
者
二
付
朱
書
ノ
如
ク
内
訓
候
条
為
心
得
此
旨

　
　
　
及
内
訓
候
事

　
　
　
　
明
治
十
六
年
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
卿
大
木
　
喬
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
務
図
書
館
所
蔵
・
相
川
支
庁
関
係
文
書
に
ょ
る
）

　
　
こ
の
内
訓
に
よ
り
、
出
訴
期
限
規
則
は
、
被
告
の
援
用
を
ま
っ
て
適
用
さ
れ
る
旨
の
統
一
解
釈
が
、
司
法
省
・
大
審
院
以
下
各
裁
判
所
を
通
じ
て

成
立
し
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
内
訓
の
発
せ
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
出
訴
期
限
規
則
略
史
二
〇
一
頁
以
下
、
拙
稿

　
「
明
治
一
八
年
司
法
省
民
事
期
満
効
規
則
草
案
と
出
訴
期
限
規
則
改
正
の
動
向
」
法
研
四
六
巻
二
号
一
二
頁
以
下
参
照
．

（
1
2
）
　
そ
の
ほ
か
放
棄
、
中
断
、
停
止
等
に
つ
い
て
も
、
目
安
糺
廃
止
後
に
各
地
の
裁
判
所
か
ら
伺
に
に
対
す
る
司
法
省
指
令
を
通
じ
て
、
次
第
に
こ

　
れ
を
広
く
認
め
る
解
釈
が
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
略
史
一
六
三
頁
以
下
参
照
．
明
治
二
八
年
四
月
大
蔵
省
議
決
定
「
会
計

法
ノ
時
効
二
関
ス
ル
件
」
（
河
野
一
之
編
・
官
庁
会
計
実
務
要
覧
八
八
頁
所
収
）
は
、
会
計
法
（
明
治
二
二
年
）
　
一
八
、
一
九
条
の
定
め
る
五
年
の

11
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時
効
（
期
満
免
除
）
に
「
一
般
法
二
於
ケ
ル
時
効
中
断
」
お
よ
び
「
停
止
」
の
適
用
が
あ
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説

　
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
中
断
ノ
原
因

　
　
　
一
　
会
計
法
第
十
八
条
及
第
十
九
条
二
依
リ
支
出
又
ハ
支
払
ノ
請
求
及
納
入
告
知
ノ
時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
ニ
ハ
各
債
務
者
又
ハ
其
正
当

　
　
　
　
代
理
者
二
達
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス

　
　
　
ニ
　
一
般
法
二
於
ケ
ル
時
効
中
断
ノ
原
因

　
　
　
　
　
成
文
二
依
リ
慣
習
二
依
リ
又
ハ
條
理
ニ
ヨ
リ
今
日
裁
判
例
ノ
明
二
認
ム
ル
中
断
ノ
原
因
ハ
（
イ
）
出
訴
（
・
）
自
認
ノ
ニ
ト
ス
仕
払
命
令

　
　
　
　
ノ
申
請
ヲ
為
シ
引
継
キ
訴
求
ス
ル
ト
キ
ハ
仕
払
命
令
申
請
ヲ
以
テ
時
効
中
断
ト
認
ム
ル
コ
ト
モ
疑
ナ
キ
カ
如
シ
此
他
明
白
ナ
ル
判
決
例
ナ
シ

　
　
　
　
　
時
効
中
断
ノ
原
因
生
ス
ル
ト
キ
ハ
其
以
前
二
経
過
シ
タ
ル
時
目
ハ
全
ク
無
効
ト
ナ
ル
ヘ
ク
又
此
ノ
原
因
ノ
起
リ
テ
ヨ
リ
止
ム
ニ
至
ル
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
讐
ハ
訴
ヲ
起
シ
テ
ヨ
リ
訴
ノ
止
ム
マ
テ
ノ
間
ハ
時
効
進
行
セ
ル
ヘ
ク
即
チ
時
効
ハ
中
断
ノ
原
因
ノ
止
ム
テ
ヨ
リ
更
二
進
行
ヲ
始
ム
ヘ
シ
故
二

　
　
　
　
五
年
ノ
満
尽
前
毎
二
中
断
行
為
ア
レ
ハ
債
権
ハ
永
久
喪
失
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
停
止
ノ
原
因

　
　
現
時
ノ
一
般
法
二
於
テ
時
効
ノ
進
行
停
止
サ
ル
場
合
ハ
大
要
左
ノ
如
シ

　
　
　
一
　
条
件
附
義
務
ナ
レ
ハ
条
件
ノ
成
就
ス
ル
マ
テ

　
　
　
ニ
　
期
限
附
義
務
ナ
レ
ハ
期
限
ノ
到
着
ス
ル
マ
テ

　
　
　
三
　
明
治
八
年
第
六
号
布
告
二
依
リ
裁
判
所
ノ
裏
書
ヲ
得
タ
ル
債
権
二
付
テ
ハ
最
長
期
三
十
六
ヶ
月
間
（
布
告
第
四
条
）

　
　
　
四
　
明
治
七
年
司
法
省
第
二
十
三
号
達
二
依
リ
証
文
二
裏
書
ヲ
得
タ
ル
債
権
二
付
テ
ハ
身
代
持
直
シ
マ
テ

　
　
　
　
右
ハ
時
効
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
疑
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
時
効
停
止
セ
ラ
ル
・
ト
キ
ハ
其
間
ノ
時
日
ハ
時
効
期
間
中
二
算
入
セ
ス
其
前
後
ノ
時
日
ヲ
通

　
　
　
算
シ
テ
五
ケ
年
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
こ
こ
に
「
一
般
法
」
と
は
「
成
文
二
依
リ
慣
習
二
依
リ
又
ハ
條
理
二
依
リ
今
日
裁
判
例
ノ
明
二
認
ム
ル
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
八
年
当
時
の

出
訴
期
限
規
則
の
運
用
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
と
し
て
注
目
さ
れ
る
．

（
1
3
）
　
福
島
正
夫
「
財
産
法
」
（
法
体
制
準
備
期
・
日
本
近
代
法
発
達
史
1
）
二
三
、
二
七
頁
は
、
明
治
一
七
年
農
商
務
省
「
第
一
回
興
業
意
見
」
に

お
け
る
出
訴
期
限
規
則
批
判
（
商
人
互
の
売
掛
金
を
六
ヶ
月
と
す
る
規
定
と
慣
行
と
の
衝
突
）
を
指
摘
さ
れ
、
石
井
・
前
掲
「
民
事
時
効
規
則
」
一

　
三
〇
頁
以
下
は
、
博
士
の
紹
介
さ
れ
た
「
民
事
時
効
規
則
改
定
之
義
二
付
請
議
」
に
お
け
る
時
効
援
用
の
制
度
の
明
文
化
の
必
要
が
、
前
記
売
掛
金

　
の
期
間
延
長
の
問
題
と
な
ら
ん
で
、
当
時
の
出
訴
期
限
規
則
の
改
正
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
る
。
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当
時
の
各
方
面
か
ら
の
諸
批
判
と
改
正
の
要
望
に
つ
い
て
は
拙
著
・
前
掲
略
史
二
六
五
頁
参
照
．
と
く
に
質
地
出
訴
期
限
の
問
題
を
め
ぐ
る
太
政

官
ー
参
事
院
と
司
法
省
と
の
論
争
が
、
司
法
省
に
お
け
る
新
た
な
時
効
立
法
の
機
縁
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
明
治
一
八
年
草

案
」
二
五
頁
以
下
参
照
。

民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　
　
　
　
　
　
三
　
各
種
時
効
法
草
案
に
お
け
る
時
効
期
間

　
上
に
述
べ
た
よ
う
な
出
訴
期
限
規
則
の
時
効
法
と
し
て
の
特
殊
性
な
い
し
不
完
全
性
は
、
次
第
に
広
く
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
よ
り
一

般
的
か
つ
合
理
的
な
時
効
法
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
作
業
が
、
あ
る
い
は
法
典
編
纂
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
独
立
し
た
単
行
法
の
立

案
と
し
て
、
明
治
二
九
年
現
行
民
法
典
の
成
立
に
ま
で
、
つ
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
．

　
こ
の
間
に
成
稿
を
み
た
時
効
法
草
案
は
、
か
な
り
多
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
て
い
る
も
の
を
成
稿
年
代
順
に
あ

げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ω
改
剛
未
定
本
民
法
草
案
1
あ
る
い
は
本
草
案
を
修
正
し
た
と
推
測
さ
れ
る
皇
国
民
法
仮
規
則
草
案
第
二
〇
四
七
条
以
下
（
明
治
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
＠
明
治
一
一
年
民
法
草
案
第
一
七
六
二
条
以
下
（
明
治
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
の
「
期
満
得
免
法
則
」
草
案
（
明
治
一
一
～
三
年
？
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
◎
明
治
一
三
年
元
老
院
訴
訟
法
草
案
第
一
三
条
以
下
（
明
治
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
㈹
明
治
一
八
年
司
法
省
「
民
事
期
満
効
規
則
」
草
案
（
明
治
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
＠
明
治
一
九
年
司
法
省
「
民
事
時
効
規
則
」
草
案
（
明
治
一
九
年
一
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
㊦
明
治
一
九
年
法
制
局
「
期
満
効
規
則
」
草
案
（
明
治
一
九
年
五
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
㈱
明
治
二
三
年
民
法
（
旧
民
法
）
証
拠
編
第
八
九
条
以
下
（
明
治
二
三
年
）

　
こ
の
う
ち
ω
＠
㈱
は
綜
合
的
民
法
典
編
纂
の
一
環
と
し
て
、
⇔
は
訴
訟
法
典
の
一
部
と
し
て
、
残
る
の
爾
＠
娼
D
は
単
行
法
と
し
て
時
効

13
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立
法
の
試
み
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
＠
「
民
事
時
効
規
則
」
と
Gか
「
期
満
効
規
則
」
と
は
．
石
井
良
助
博
士
に
よ
り
．
出
訴
期
限
規

則
の
改
善
を
意
図
し
た
時
効
法
草
案
と
し
て
近
時
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
前
者
は
司
法
大
臣
よ
り
明
治
一
九
年
一
月
一
五
日
に
内
閣
総
理

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
前
者
を
修
正
し
て
明
治
一
九
年
五
月
に
法
制
局
三
部
聯
合
会
議
案
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
筆
者
が
か
つ
て
紹
介
し
た
㈹
「
民
事
期
満
効
規
則
」
は
、
司
法
省
に
お
い
て
明
治
一
八
年
頃
成
稿
し
た
と
推
測
さ
れ
る
草
案

で
あ
る
が
、
起
案
が
と
も
に
司
法
省
で
行
わ
れ
、
完
成
時
期
が
接
着
し
て
お
り
、
文
言
・
内
容
が
極
め
て
類
似
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ

り
、
お
そ
ら
く
㈹
「
民
事
期
満
効
規
則
」
は
＠
「
民
事
時
効
規
則
」
の
司
法
省
に
お
け
る
原
案
で
あ
り
、
q
D
「
期
満
効
規
則
」
は
、
法
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

局
に
お
い
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
修
正
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
㈱
＠
㊦
は
一
連
の
連
続
し
た
単
行
時
効
法
立
法
作

業
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
各
時
効
法
草
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
規
制
内
容
に
特
色
が
あ
り
、
起
案
の
事
情
、
草
案
相
互
の
関
連
性
に
は
未
だ
不
明
な
と
こ

ろ
が
多
い
も
の
で
、
そ
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
研
究
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
消
滅
時
効
の
期
間
と
そ
れ
に
対
応
す
る
債
権

の
種
目
に
視
点
を
限
定
し
て
、
明
治
民
法
典
に
至
る
間
の
立
法
の
趨
勢
を
考
察
し
よ
う
。

14

ω
改
胴
未
定
本
民
法
草
案
（
括
弧
内
の
数
字
は
該
当
す
る
フ
ラ
ソ
ス
民
法
典
－
本
草
案
成
立
当
時
の
旧
規
定
ー
の
条
文
を
示
す
）

原
則
・
三
〇
年
“
二
〇
七
〇
条
（
二
二
六
二
）

特
則
a
・
五
年
“
二
〇
八
一
条
（
一
三
七
七
ー
年
金
・
養
料
・
家
屋
土
地
貸
賃
・
利
息
等
）
、
二
〇
八
○
条
（
二
二
七
六
－
代
書
人
・
代
言
人
の
書
類

　
返
還
）

同
b
・
二
年
“
二
〇
七
八
条
（
二
二
七
二
ー
商
人
の
非
商
人
に
対
す
る
売
買
代
金
）
、
二
〇
七
九
条
（
二
二
七
三
ー
代
言
人
・
代
書
人
の
費
用
・
報
酬
、

　
但
し
訴
訟
未
了
の
場
合
は
五
年
）

同
c
・
一
年
“
二
〇
七
七
条
（
二
二
七
一
、
二
二
七
二
－
学
芸
授
業
料
、
旅
宿
飲
食
費
、
労
務
者
給
料
、
診
薬
料
、
雇
人
給
料
）

同
d
・
一
〇
年
“
二
〇
七
六
条
（
二
二
七
〇
1
建
築
者
、
請
負
人
の
担
保
責
任
）



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　
本
草
案
の
時
効
規
定
は
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
該
当
各
条
と
の
対
比
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
期
間
と
債
権
種
目
と
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の

引
き
写
し
と
い
え
る
ほ
ど
酷
似
し
て
い
る
（
こ
の
点
は
、
次
の
明
治
一
一
年
民
法
も
同
様
）
。
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
お
よ
び
出
訴
期
限
規
則
）
の

最
短
期
間
で
あ
る
六
ヶ
月
の
期
間
を
採
用
せ
ず
、
一
年
を
最
短
期
間
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
一
（
六
ヶ
月
）
、
二
二
七
二
（
一
年
）

各
条
所
掲
の
項
目
を
一
括
規
定
し
た
草
案
二
〇
七
七
条
や
、
非
商
人
の
売
買
代
金
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
二
条
（
旧
規
定
一
年
）
に
反
し

て
二
年
に
延
長
し
た
草
案
二
〇
七
八
条
に
は
独
自
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。

　
⑰
明
治
一
一
年
民
法
草
案

　
原
則
・
三
〇
年
睦
一
八
〇
六
条
（
二
二
六
二
）

　
特
則
a
・
五
年
“
一
八
一
六
条
（
二
二
七
七
）

　
同
b
・
二
年
”
一
八
一
四
条
（
二
二
七
三
）

　
同
c
・
一
年
ー
一
八
二
二
条
（
二
二
七
二
）

　
同
d
・
六
ケ
月
“
一
八
一
二
条
（
二
二
七
一
）

　
同
e
・
一
〇
年
“
一
八
二
条
（
二
二
七
〇
）

　
本
草
案
は
、
さ
き
の
改
剛
未
定
本
民
法
と
異
る
点
と
し
て
、
一
七
六
二
条
に
「
期
満
得
免
ト
ハ
ー
所
有
ヲ
得
又
ハ
ー
義
務
ヲ
免
レ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

タ
リ
ト
為
ス
法
律
上
ノ
思
量
ヲ
云
フ
」
（
傍
点
・
筆
者
）
と
し
て
時
効
を
法
的
推
定
と
定
義
し
、
ま
た
一
七
六
六
条
に
お
い
て
「
期
満
得
免

ハ
之
ヲ
得
タ
ル
者
ノ
申
述
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
ヲ
生
ス
可
カ
ラ
ス
」
と
し
て
時
効
の
援
用
を
は
じ
め
て
明
文
を
も
っ
て
規
定
し
た
点
が

注
目
に
値
す
る
が
、
規
制
の
内
容
は
依
然
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
直
輸
入
で
あ
り
、
と
く
に
非
商
人
へ
の
売
掛
代
金
を
一
年
と
し
（
一

八
二
二
条
）
、
六
ヶ
月
の
最
短
期
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
一
条
そ
の
ま
ま
に
継
受
す
る
（
一
八
一
二
条
）
な
ど
改
剛
未
定
本
民
法
に
み
ら
れ

た
期
間
の
配
慮
は
、
本
草
案
に
は
認
め
ら
れ
な
い
（
一
八
一
四
条
で
は
訴
訟
未
了
の
事
件
に
つ
い
て
の
五
年
の
特
則
が
な
く
な
っ
て
い
る
点
が
、
フ

ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
三
条
と
異
な
る
）
。
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⑲
「
期
満
得
免
法
則
」
草
案

　
原
則
・
二
〇
年
⊥
二
五
条

　
特
則
a
・
五
年
“
四
三
条
（
二
二
七
七
）

　
同
b
・
二
年
“
四
一
条
（
二
二
七
三
）

　
同
c
・
一
年
”
四
〇
条
（
二
二
七
二
）

　
同
d
・
六
ケ
月
ー
三
九
条
（
二
二
七
一
）

　
本
草
案
は
、
そ
の
三
五
条
に
お
い
て
原
則
期
間
を
期
満
所
得
・
期
満
免
除
を
通
じ
て
二
〇
年
と
定
め
た
こ
と
、
ま
た
三
六
条
に
お
い
て

正
権
限
・
善
意
の
不
動
産
占
有
者
の
期
満
所
得
期
間
を
、
所
有
者
の
居
住
地
に
関
係
な
く
、
一
律
に
一
〇
年
と
定
め
た
こ
と
等
の
点
で
、

従
来
の
素
朴
な
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
継
受
を
脱
し
た
独
自
の
規
制
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
制
内
容
は
、
の
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

明
治
民
法
典
の
時
効
立
法
に
先
駆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
草
案
の
規
定
す
る
五
年
以
下
の
短
期
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

効
の
特
則
は
、
明
治
一
一
年
民
法
草
案
と
大
差
が
な
い
。

　
本
草
案
が
、
何
故
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
三
〇
年
時
効
期
間
を
採
用
せ
ず
に
、
二
〇
年
の
原
則
期
間
を
定
め
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
．
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

述
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
期
間
短
縮
の
意
見
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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⇔
明
治
＝
二
年
元
老
院
訴
訟
法
草
案
（
起
訴
期
限
）

　
a
・
一
年
”
一
四
条
（
文
書
ヲ
以
テ
為
サ
サ
ル
契
約
、
署
名
捺
印
セ
サ
ル
文
書
ノ
契
約
）

　
b
・
五
年
”
一
五
条
（
動
産
取
戻
、
署
名
捺
印
セ
ル
文
書
ノ
契
約
、
損
失
要
償
、
家
督
若
ク
ハ
遺
物
相
続
）

　
c
・
二
〇
年
”
一
六
条
（
不
動
産
取
戻
、
水
陸
境
界
）

　
本
草
案
は
、
一
年
・
五
年
・
二
〇
年
と
い
う
期
間
を
起
訴
要
件
と
し
て
構
成
し
、
所
定
期
間
を
経
過
し
た
訴
を
「
受
理
セ
ス
」
へ
一
三
条
）

と
規
定
す
る
。



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1）

　
本
草
案
は
、
民
法
典
で
は
な
く
訴
訟
法
典
の
中
に
時
効
を
く
み
入
れ
た
点
－
実
体
法
と
手
続
法
と
の
結
合
な
い
し
未
分
離
i
、
ま

た
一
年
・
五
年
・
二
〇
年
と
い
う
期
間
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
よ
り
採
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
訴
の
種
目
が
英
法
の
リ
、
・
・
テ
ィ
シ
ョ
ン

＝
巳
鼠
菖
9
に
お
け
る
訴
の
分
類
に
類
似
し
、
わ
が
国
の
出
訴
期
限
規
則
や
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
系
の
諸
草
案
と
は
異
質
な
点
で
、
独

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

特
な
時
効
立
法
で
あ
る
。
本
草
案
の
原
案
の
付
記
よ
り
し
て
、
一
年
期
間
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
一
条
、
五
年
期
間
が
同
民
法
二
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

七
条
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
本
草
案
の
二
〇
年
期
間
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
六
五
条
所
定
の
、
所
有

者
が
不
動
産
所
在
地
の
控
訴
院
管
轄
外
に
居
住
す
る
場
合
の
取
得
時
効
期
間
で
あ
る
二
〇
年
と
、
英
法
上
の
不
動
産
回
復
請
求
訴
訟
の
二

〇
年
の
出
訴
期
限
と
を
参
考
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
．
い
わ
ば
仏
英
両
時
効
法
の
接
点
と
し
て
、
こ
こ
に
二
〇
年
期
間
が

出
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．

㈹
司
法
省
「
民
事
期
満
効
規
則
」
草
案

原
則
・
三
〇
年
“
二
九
条

特
則
a
・
一
〇
年
⊥
二
〇
条
（
請
負
金
、
保
証
金
・
敷
金
、
商
人
互
二
売
買
セ
シ
商
品
引
渡
・
代
金
・
費
用
、
運
漕
賃
）

同
b
・
五
年
”
三
一
条
（
貸
付
金
ノ
利
息
・
貸
付
消
耗
品
ノ
利
息
、
動
産
不
動
産
ノ
貸
賃
・
小
作
米
金
、
養
料
、
年
金
、
一
年
毎
．
一
年
ヨ
リ
短
キ
期

　
限
毎
二
払
フ
金
穀
、
精
算
）

同
c
・
三
年
”
三
二
条
（
手
形
ノ
払
渡
、
叫
年
期
以
上
ノ
雇
人
給
料
、
診
察
料
・
薬
料
、
使
丁
賃
金
、
代
言
人
代
書
人
謝
金
、
鑑
定
人
謝
金
、
訴
訟
費

　
用
、
損
害
賠
償
、
手
附
金
）

同
d
・
一
年
⊥
二
三
条
（
授
業
師
ヨ
リ
給
シ
タ
ル
飲
食
料
・
学
芸
授
業
料
、
下
宿
料
、
商
人
ヨ
リ
常
人
二
対
ス
ル
売
掛
代
金
、
一
年
期
又
ハ
一
年
期
以

　
下
ノ
雇
人
給
料
）

同
e
・
六
ケ
月
腸
三
四
条
（
運
送
賃
、
旅
籠
料
、
飲
食
店
ノ
飲
食
料
、
貸
席
料
、
職
工
・
日
雇
人
給
料
）

本
草
案
は
、
こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
「
期
満
効
規
則
を
草
ス
ル
理
由
ノ
大
意
」
が
従
来
の
出
訴
期
限
規
則
の
「
不
完
全
ノ
所
」
と
し
て
、

17
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商
人
互
の
売
掛
金
、
運
漕
賃
の
六
ヶ
月
、
貸
金
の
五
年
と
い
う
期
限
、
援
用
や
期
満
獲
得
の
条
項
を
欠
く
点
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
訴
期
限
規
則
の
全
面
的
改
正
を
意
図
し
て
起
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
草
案
で
は
、
運
漕
営
業
者
の
運
漕
賃
、

手
形
、
訴
訟
費
用
、
損
害
賠
償
等
の
新
項
目
の
設
置
に
よ
っ
て
従
来
の
出
訴
期
限
規
則
の
適
用
範
囲
の
拡
大
を
は
か
り
な
が
ら
、
六
ケ

月
二
年
・
五
年
と
い
う
出
訴
期
限
規
則
の
期
間
区
分
に
、
あ
ら
た
に
一
〇
年
と
三
年
の
期
間
を
加
え
、
項
目
の
配
置
を
修
正
し
て
い
る
。

と
く
に
従
前
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
商
人
互
の
売
掛
金
お
よ
び
商
品
引
渡
、
ま
た
運
漕
営
業
者
の
商
人
の
た
め
に
す
る
運
漕
賃
あ
る
い

は
請
負
金
が
、
今
ま
で
の
六
ヶ
月
（
出
訴
期
限
規
則
一
条
）
か
ら
一
挙
に
新
設
の
一
〇
年
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
（
三
〇
条
）
、
損
害
賠
償
が
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
規
定
さ
れ
た
こ
と
（
三
二
条
）
、
質
物
の
被
担
保
債
権
が
質
物
取
戻
ま
で
期
満
免
除
に
か
か
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
（
二
八
条
）
等

の
諸
点
が
、
本
草
案
の
特
徴
的
規
制
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

18

　
＠
司
法
省
「
民
事
時
効
規
則
」
草
案

　
原
則
・
二
〇
年
”
二
七
条

　
特
則
a
・
一
〇
年
”
二
八
条
（
民
事
期
満
効
規
則
三
〇
条
）

　
同
b
・
五
年
“
二
九
条
（
同
上
一
三
）

　
同
c
・
三
年
”
三
〇
条
（
同
上
三
二
）

　
同
d
・
一
年
U
三
一
条
（
同
上
三
三
）

　
同
e
・
六
ヶ
月
⊥
一
三
条
（
同
上
三
四
）

　
本
草
案
は
、
前
掲
「
民
事
期
満
効
規
則
」
を
修
正
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
後
者
に
お
け
る
「
期
満
効
」
を
「
時
効
」
、
「
期
満
獲
得
」

を
「
所
得
時
効
」
、
「
期
満
免
除
」
を
「
免
除
時
効
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
を
か
え
、
規
制
内
容
に
多
少
の
変
更
を
加
え
た
ほ
か
は
、
特
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

期
間
・
規
制
種
目
等
に
つ
い
て
彼
此
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
著
し
い
。
但
し
．
民
事
時
効
規
則
二
七
条
が
、
免
除
時
効
の
原
則
期
間
を
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

年
に
短
縮
し
た
点
は
、
原
案
に
対
す
る
重
大
な
修
正
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
．



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1〕

　
㊦
法
制
局
「
期
満
効
規
則
」
草
案

　
原
則
・
三
〇
年
ー
二
三
条

　
特
則
＆
・
五
年
“
二
四
条
（
請
負
金
、
保
証
金
・
敷
金
、
商
人
互
ノ
売
買
商
品
引
渡
・
代
金
・
費
用
、
商
人
ヨ
リ
運
送
営
業
者
二
支
払
フ
運
送
賃
、
貸

　
　
付
金
穀
ノ
利
息
、
動
産
不
動
産
ノ
貸
賃
・
小
作
米
金
、
養
料
、
年
金
、
一
年
以
下
期
間
ノ
金
穀
、
一
年
以
上
ノ
期
限
ノ
雇
人
給
料
、
損
害
賠
償
）

　
同
b
・
三
年
”
二
五
条
（
授
業
料
・
門
弟
ノ
飲
食
料
．
診
察
料
・
薬
料
、
公
証
人
謝
金
．
訴
訟
入
費
、
鑑
定
人
謝
金
，
代
言
人
謝
金
、
使
丁
賃
金
、
手

　
　
形
払
渡
、
手
附
金
、
商
人
ヨ
リ
非
商
人
二
対
ス
ル
売
掛
代
金
、
非
商
人
ヨ
リ
運
送
営
業
者
二
払
フ
運
送
賃
、
下
宿
料
、
一
年
未
満
ノ
期
限
ノ
雇
人
給

　
　
料
）

　
同
c
・
一
年
”
二
六
条
（
旅
籠
料
、
飲
食
店
飲
食
料
、
席
貸
料
、
衣
類
夜
具
損
料
、
職
工
・
芸
人
・
旦
雇
人
・
期
限
を
定
め
な
い
雇
人
の
賃
金
）

　
司
法
大
臣
よ
り
明
治
一
九
年
一
月
一
五
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
請
議
さ
れ
た
前
掲
「
民
事
時
効
規
則
」
は
、
法
制
局
に
お
い
て
さ

ら
に
審
査
修
正
を
う
け
、
明
治
一
九
年
五
月
七
日
法
制
局
三
部
聯
合
会
議
案
「
期
満
効
規
則
」
と
し
て
成
稿
を
み
る
．

　
本
草
案
で
は
．
「
民
事
時
効
規
則
」
に
お
け
る
「
時
効
」
・
「
免
除
時
効
」
等
の
名
称
が
、
「
期
満
効
」
・
「
期
満
免
除
」
等
の
「
民
事
期
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

効
規
則
」
の
用
語
例
（
但
し
同
規
則
で
の
期
満
獲
得
が
、
本
草
案
で
は
期
満
得
有
）
に
も
ど
し
、
定
義
規
定
を
変
更
し
た
ほ
か
、
消
滅
時
効
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
て
三
〇
年
原
則
を
と
り
つ
つ
特
則
の
一
〇
年
期
間
と
六
ヶ
月
期
間
と
を
廃
止
し
、
債
権
の
種
目
と
期
間
配
分
を
多
少
修
正
し
て
い
る
．

　
す
な
わ
ち
本
草
案
は
、
民
事
期
満
効
規
則
や
民
事
時
効
規
則
が
新
設
し
た
一
〇
年
期
間
の
特
則
を
廃
し
て
、
両
規
則
が
一
〇
年
と
五
年

と
に
分
属
さ
せ
た
項
目
を
五
年
期
間
に
一
括
規
定
す
る
と
と
も
に
、
両
規
則
が
三
年
と
一
年
と
に
分
属
さ
せ
た
項
目
を
三
年
期
間
に
ま
と

め
、
さ
ら
に
従
前
六
ヶ
月
の
期
間
に
該
る
項
目
を
一
年
期
間
と
延
長
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
〇
年
原
則
を
と
り
な
が
ら
、
特
則
を
五

年
、
三
年
、
一
年
に
整
理
し
、
全
体
と
し
て
出
訴
期
限
規
則
所
定
の
期
間
延
長
を
は
か
る
点
に
、
本
草
案
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
上
記
㈹
＠
q
9
と
い
う
一
連
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、

注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
〇
年
の
原
則
と
一
〇
年
の
特
則
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
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出
訴
期
限
規
則
の
実
施
と
い
う
情
況
下
に
、
明
治
初
年
よ
り
進
行
し
来
っ
た
時
効
法
立
法
の
概
況
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
現
行
民
法
典
に
接
着
す
る
旧
民
法
の
時
効
立
法
と
、
法
典
調
査
会
に
よ
る
そ
の
修
正
の
過
程
を
考
察
し
よ

う
。

（
1
）
　
拙
著
・
出
訴
期
限
規
則
略
史
附
録
・
明
治
前
期
時
効
立
法
関
係
資
料
三
六
八
頁
以
下
参
照
．
改
剛
未
定
本
民
法
を
修
正
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ

　
て
い
る
皇
国
民
法
仮
規
則
は
、
利
谷
信
義
・
日
本
近
代
法
史
研
究
資
料
集
・
第
一
に
覆
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
同
規
則
第
二
〇
四
七
条
以
下
の

　
「
満
期
ノ
権
」
に
関
す
る
規
定
は
、
改
剛
未
定
本
民
法
と
同
一
で
あ
る
。

　
　
本
草
案
は
、
出
訴
期
限
規
則
の
制
定
に
先
立
っ
て
成
稿
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
の
時
効
法
の
構
成
は
、
フ
ラ
γ
ス
民
法
の
模
倣
に
近
く
、

　
わ
が
国
の
旧
規
・
慣
行
の
影
響
は
稀
薄
で
あ
る
．
但
し
出
訴
期
限
規
則
と
同
様
に
、
時
効
の
援
用
に
関
す
る
規
定
を
欠
い
て
い
る
点
は
、
そ
れ
以
後

　
の
時
効
法
草
案
と
異
る
も
の
で
、
こ
れ
は
当
時
の
目
安
糺
と
い
う
訴
権
職
権
審
査
の
制
度
下
に
あ
っ
た
わ
が
訴
訟
手
続
と
の
関
連
か
ら
、
興
味
あ
る

　
事
実
と
い
え
よ
う
。
ま
た
本
草
案
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
六
ヶ
月
期
間
を
採
ら
な
か
っ
た
点
は
、
出
訴
期
限
規
則
と
対
照
的
で
あ
る
．

（
2
）
　
拙
著
・
前
掲
略
史
三
七
二
頁
以
下
。

（
3
）
　
同
上
二
八
八
頁
以
下
．
国
学
院
大
学
・
梧
陰
文
書
所
収
。
本
草
案
は
、
お
そ
ら
く
内
務
省
に
お
い
て
明
治
二
年
か
ら
二
二
年
の
間
に
完
成
し

　
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
4
）
　
元
老
院
訴
訟
法
草
案
は
、
手
塚
豊
・
伊
東
乾
「
明
治
十
三
年
の
元
老
院
訴
訟
法
草
案
」
法
研
二
二
巻
二
・
三
合
併
号
六
一
頁
以
下
に
覆
刻
紹
介

さ
れ
て
い
る
．
そ
の
時
効
立
法
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
略
史
三
〇
六
頁
以
下
参
照
．

（
5
）
　
拙
稿
・
前
掲
「
明
治
一
八
年
司
法
省
民
事
期
満
効
規
則
草
案
」
五
頁
以
下
。

（
6
）
　
石
井
・
前
掲
「
民
事
時
効
規
則
」
二
二
四
頁
以
下
．

（
7
）
　
同
上
一
四
一
頁
以
下
。

（
8
）
　
拙
著
・
前
掲
略
史
四
〇
四
頁
以
下
。
旧
民
法
証
拠
編
は
、
確
定
案
に
至
る
ま
で
数
種
の
草
案
を
経
る
が
．
時
効
期
間
の
点
で
大
き
な
変
化
は
な

　
い
の
で
、
本
稿
で
は
確
定
条
文
に
拠
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
9
）
　
明
治
一
八
年
三
月
一
四
日
「
司
法
省
民
法
局
長
ヨ
リ
参
事
院
法
制
部
へ
照
会
」
に
「
出
訴
期
限
規
則
改
正
案
ハ
民
事
期
満
効
規
則
ト
題
シ
今
般

上
申
相
成
候
」
（
傍
点
・
筆
者
）
（
公
文
録
・
司
法
省
六
月
第
一
・
明
治
十
八
年
本
文
四
丁
）
と
あ
り
、
司
法
省
処
務
報
告
書
・
明
治
一
八
年
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

三
頁
以
下
に
「
三
月
民
事
時
効
規
則
案
ヲ
草
シ
出
訴
期
限
規
則
ヲ
改
定
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
上
申
ス
」
（
傍
点
・
筆
者
）
と
あ
る
の
は
、
「
民
事
期
満
効

20



民法167条における債権10年時効制の立法史的意義とその現在的課題（1〕

規
則
」
が
司
法
省
内
で
明
治
一
八
年
三
月
頃
に
起
案
さ
れ
、
そ
の
確
定
案
の
段
階
で
「
民
事
時
効
規
則
」
と
改
称
さ
れ
、
そ
れ
が
法
制
局
の
修
正
で

　
「
期
満
効
規
則
」
に
改
め
ら
れ
た
経
緯
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
．

（
10
）
　
本
草
案
が
一
条
に
お
い
て
「
期
満
得
免
ト
ハ
i
所
有
ヲ
得
又
ハ
義
務
ヲ
免
ル
ル
ヲ
云
フ
」
と
時
効
を
定
義
し
て
い
る
の
は
、
明
治
一
一
年
民

法
草
案
が
時
効
を
「
思
量
」
（
推
定
）
と
定
義
し
て
い
る
の
と
立
場
を
異
に
す
る
．
ま
た
三
六
条
に
お
い
て
不
動
産
の
正
権
限
・
善
意
占
有
者
の
取

得
時
効
期
間
を
真
の
所
有
者
の
居
住
地
に
関
係
な
く
一
律
に
一
〇
年
と
定
め
て
い
る
点
（
こ
れ
は
．
お
そ
ら
く
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
フ
ラ
ソ
ス
民
法
批

判
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
仏
国
民
法
期
満
得
免
篇
講
義
」
七
六
頁
参
照
）
は
、
従
前
の
時
効
法
草
案
よ
り
進
歩
し
た
立
法
と
評
価
で

　
き
る
。

（
1
1
）
　
本
草
案
が
、
本
文
に
あ
げ
た
差
異
を
除
い
て
、
か
な
り
多
く
の
点
で
明
治
二
年
民
法
草
案
と
類
似
．
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
両
草
案
の

　
間
に
何
等
か
の
関
連
性
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
略
史
二
九
八
頁
以
下
．

（
1
2
）
　
後
述
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
司
法
省
民
法
会
議
に
お
け
る
講
義
、
性
法
講
義
の
記
述
等
参
照
．

（
13
）
　
本
草
案
の
時
効
規
定
は
、
各
個
の
訴
ご
と
に
期
間
が
配
分
さ
れ
て
お
り
、
原
則
・
特
則
と
い
う
区
別
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
取
扱
は
、

　
イ
ギ
リ
ス
法
の
＝
巨
鼠
ぎ
づ
が
各
個
の
8
ぎ
づ
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
共
通
す
る
．
本
草
案
所
掲
の
訴
の
項
目
は
、
イ
ギ
リ
ス
普
通
法

　
に
お
け
る
単
純
契
約
、
私
犯
の
六
年
（
＝
巨
鼠
ぎ
β
卜
9
呂
8
）
、
捺
印
契
約
の
二
〇
年
（
9
琶
零
。
8
倉
器
》
9
一
G
。
認
）
、
土
地
上
の
権
利
・
動

　
産
に
つ
い
て
の
二
一
年
（
霧
巴
ギ
8
霞
蔓
＝
巨
鼠
ぎ
づ
＞
9
一
〇
。
虞
）
、
土
地
回
復
訴
訟
の
二
〇
年
（
霧
巴
写
8
霞
蔓
崔
巨
鼠
ぎ
け
》
9
一
〇・
ω
ω
）

　
等
の
区
分
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
．
宰
導
寄
”
＝
邑
笹
試
2
9
》
＆
。
β
一
3
P
ワ
一
刈
D

（
1
4
）
　
本
草
案
の
原
案
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
略
史
三
一
四
頁
以
下
参
照
。
原
案
一
六
条
は
「
創
仏
民
法
二
〇
巻
中
」
と
記
す
の
み
で
該
当
条
文
を
挙

　
げ
て
い
な
い
。

（
15
）
　
「
我
国
二
於
テ
モ
夙
二
出
訴
期
限
規
則
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
制
定
布
告
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
爾
来
時
勢
変
遷
今
日
二
在
テ
ハ
不
完
全
ノ
所
　
シ
ト
セ
ス
例
ヘ

　
ハ
該
規
則
中
ニ
ハ
商
人
互
ノ
売
掛
代
金
又
ハ
運
漕
賃
ヲ
六
ケ
月
ノ
期
限
二
置
キ
貸
金
ヲ
五
ケ
年
ノ
期
限
二
列
シ
タ
ル
カ
如
キ
是
レ
ナ
リ
加
之
該
則
二

　
期
限
ヲ
過
キ
出
訴
ス
ル
モ
ノ
ハ
取
上
サ
ル
旨
ノ
明
文
ア
ル
ヲ
以
テ
裁
判
官
訴
訟
人
ノ
申
立
サ
ル
出
訴
期
限
ヲ
適
施
ス
ル
ノ
憂
ア
リ
又
該
則
ニ
ハ
期
満

　
獲
得
ノ
条
項
コ
レ
ナ
キ
ニ
依
リ
物
件
ノ
占
有
者
ハ
何
年
ノ
久
キ
ヲ
経
過
ス
ル
モ
之
ヲ
旧
持
主
に
返
還
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
ト
キ
ハ
歳
月
経
久
ノ

　
間
動
モ
ス
レ
ハ
証
拠
ノ
潭
滅
ヲ
致
シ
裁
判
事
実
ヲ
失
フ
ノ
恐
少
カ
ラ
ス
」
拙
稿
・
前
掲
「
民
事
期
満
効
規
則
」
一
〇
頁
以
下
。

　
　
本
草
案
に
お
け
る
各
期
間
と
規
制
種
目
が
出
訴
期
限
規
則
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
は
、
本
草
案
お
よ
び
そ
の
修
正
案
で
あ
る
明
治
一
九
年
司

　
法
省
「
民
事
時
効
規
則
」
の
特
色
を
な
す
．
ま
た
両
草
案
が
い
ず
れ
も
、
時
効
を
「
権
利
ノ
獲
得
（
所
得
）
又
ハ
義
務
ノ
免
除
ヲ
証
ス
ル
方
法
」
（
両

　
草
案
一
条
）
と
定
義
し
て
、
推
定
と
し
て
の
時
効
観
を
表
明
し
て
い
る
点
も
、
さ
き
の
明
治
一
一
年
民
法
草
案
や
後
の
旧
民
法
証
拠
編
の
時
効
定
義
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と
共
通
す
る
点
と
し
て
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
本
草
案
起
案
に
関
連
す
る
質
地
出
訴
期
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
．
拙
稿
・
前
掲
「
民
事
期
満
効
規
則
」
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
17
）
　
前
掲
「
民
事
期
満
効
規
則
」
草
案
に
は
、
原
文
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
意
見
・
添
削
が
注
記
さ
れ
て
あ
る
ほ
か
、
朱
抹
さ
れ
た
条
項
が
あ
る

が
、
「
民
事
時
効
規
則
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
個
所
が
修
正
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
（
例
え
ば
「
民
事
期
満
効
」
三
、
　
一
三
条
の
削
除
、
一
六
条

　
の
修
正
等
）
、
多
少
の
内
容
的
変
更
（
例
・
「
民
事
期
満
効
」
一
八
・
二
四
・
三
四
条
等
）
を
加
え
て
、
「
民
事
期
満
効
規
則
」
の
条
項
が
「
民
事
時

効
規
則
」
に
転
記
さ
れ
て
い
る
．

（
1
8
）
　
消
滅
時
効
に
つ
い
て
「
民
事
期
満
効
規
則
」
二
九
条
の
三
〇
年
期
間
が
「
民
事
時
効
規
則
」
二
七
条
で
二
〇
年
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
「
民
事
期
満
効
規
則
」
一
四
条
「
民
事
時
効
規
則
」
一
二
条
が
と
も
に
原
則
を
三
〇
年
と
し
な
が
ら
、
正
権
限
・
良
意
の

不
動
産
占
有
者
の
期
間
を
前
者
が
一
五
年
（
一
五
条
）
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
一
〇
年
（
一
三
条
）
と
短
縮
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
．

（
1
9
）
　
「
民
事
期
満
効
規
則
」
や
「
民
事
時
効
法
規
則
」
が
前
述
の
よ
う
に
時
効
を
推
定
と
定
義
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
期
満
効
規
則
」
は
「
権
利
ヲ

得
ル
コ
ト
」
ま
た
「
義
務
ヲ
免
ル
コ
ト
」
（
一
条
）
と
規
定
す
る
．

　
　
石
井
博
士
は
、
本
草
案
に
お
い
て
「
期
満
効
」
・
「
期
満
得
有
」
・
「
期
満
免
除
」
と
い
う
用
語
法
に
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
方
が
時
効
・
所
得
時
効
・

免
除
時
効
よ
り
も
誤
解
を
生
ず
る
こ
と
が
少
な
い
と
の
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
（
石
井
・
前
掲
書
一
三
三
頁
）
．

（
2
0
）
　
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
本
草
案
は
三
〇
年
期
間
を
原
則
と
し
（
一
二
条
）
、
正
権
限
・
良
意
の
不
動
産
占
有
者
の
期
間
を
一
〇
年
と
す
る
か

ら
（
一
三
条
）
、
こ
の
点
は
民
事
期
満
効
規
則
（
一
五
条
）
を
修
正
し
た
民
事
時
効
規
則
（
一
三
条
）
の
規
制
を
維
持
し
て
い
る
．

　
　
そ
の
ほ
か
時
効
停
止
事
由
に
「
従
軍
中
の
軍
人
・
軍
属
」
を
加
え
（
一
八
条
）
、
「
官
ノ
公
証
ア
ル
不
動
産
」
に
期
満
得
有
な
し
と
し
（
二
一
条
）
、

　
一
年
時
効
の
対
象
に
「
衣
類
・
夜
具
損
料
」
を
加
え
（
二
六
条
）
、
中
断
事
由
に
義
務
者
の
承
認
を
明
定
（
三
〇
条
）
し
た
等
は
、
本
草
案
の
段
階
で

　
の
新
設
規
定
で
あ
る
．
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四
　
旧
民
法
の
時
効
立
法
と
法
典
調
査
会
案

　
明
治
二
三
年
民
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
民
法
の
証
拠
編
第
二
部
に
お
け
る
時
効
法
の
定
立
と
、
同
民
法
の
施
行
延
期
後
に
発
足
し
た
法
典
調

査
会
に
よ
る
そ
の
修
正
案
、
す
な
わ
ち
明
治
民
法
の
原
案
の
完
成
に
よ
っ
て
、
現
行
時
効
法
の
立
法
作
業
は
、
そ
の
最
終
段
階
に
入
る
こ
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と
に
な
る
．
こ
こ
で
は
、
時
効
を
含
む
財
産
法
全
般
に
つ
い
て
旧
民
法
の
編
纂
を
指
導
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
理
論
と
、
こ
れ
に
対

す
る
批
判
的
立
場
か
ら
、
法
典
調
査
会
案
に
お
け
る
時
効
の
部
分
の
起
案
を
担
当
し
た
梅
謙
次
郎
の
所
説
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
．
と

く
に
梅
の
発
言
は
、
法
典
調
査
会
案
を
最
後
に
修
正
し
た
第
九
議
会
衆
議
院
の
民
法
審
議
に
影
響
を
与
え
た
点
で
、
重
要
な
意
味
を
も
つ

こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
、
両
立
法
の
時
効
期
間
と
債
権
種
目
と
の
構
成
を
対
比
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
旧
民
法
証
拠
編

　
原
則
・
三
〇
年
“
証
拠
論
一
五
〇
、
一
五
二
、
一
五
五
、
一
六
三
各
条
．

　
特
則
a
・
五
年
H
一
五
六
条
（
金
額
填
補
、
遅
延
利
息
、
年
金
、
養
料
・
恩
給
、
借
家
・
借
地
賃
、
果
実
・
日
用
品
給
与
額
、
教
師
其
他
使
用
人
等
一

　
　
ケ
年
毎
ノ
謝
金
・
給
料
・
一
ケ
年
毎
又
ハ
更
二
短
期
ノ
金
額
・
有
価
物
二
係
ル
債
務
）

　
同
b
・
三
年
“
一
五
七
条
（
診
薬
料
、
一
ケ
年
未
満
一
ケ
月
以
上
ノ
時
期
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
謝
金
・
給
料
、
技
師
・
工
匠
等
の
訴
権
、
不
動
産
二
関
ス

　
　
ル
請
負
人
ノ
訴
権
）
、
一
六
二
条
（
書
記
・
弁
護
士
・
公
証
人
・
執
達
吏
ノ
書
類
二
関
ス
ル
責
任
）

　
同
c
・
二
年
闘
一
五
八
条
（
公
証
人
・
弁
護
士
・
執
達
吏
等
職
務
上
ノ
訴
権
）

　
同
d
・
一
年
“
一
五
九
条
（
「
非
商
人
二
為
シ
タ
ル
目
用
品
、
衣
服
其
他
動
産
物
ノ
卸
売
商
人
又
ハ
小
売
商
人
ノ
訴
権
但
商
人
又
ハ
工
業
人
二
為
シ
タ

　
　
ル
供
給
ト
難
モ
其
者
ノ
商
業
又
ハ
工
業
二
関
セ
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
亦
同
シ
」
、
「
右
ノ
区
別
ヲ
以
テ
」
居
職
ノ
職
工
・
製
造
人
ノ
訴
権
、
校
長
・
塾

　
　
主
・
師
匠
・
親
方
ノ
訴
権
）

　
同
e
・
六
ケ
月
”
一
六
〇
条
（
一
ケ
月
以
内
ノ
時
期
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
教
師
・
使
用
人
等
ノ
謝
金
・
給
料
、
旅
店
・
料
理
店
主
人
ノ
訴
権
、
旦
雇
・
月

　
　
雇
ノ
職
工
・
労
力
者
ノ
給
料
等
）

　
す
な
わ
ち
旧
民
法
証
拠
編
の
時
効
規
制
は
、
時
効
期
間
の
区
分
に
関
す
る
限
り
は
、
ほ
ぽ
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
倣
う
も
の
で
、
三
年
の
短

期
特
則
を
新
設
し
た
ほ
か
は
、
伝
統
的
な
三
〇
年
時
効
を
原
則
と
し
て
採
用
し
て
お
り
（
た
だ
し
不
動
産
の
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
一
四
〇

条
に
お
い
て
、
不
動
産
所
在
地
に
ょ
る
フ
ラ
ソ
ス
民
塗
三
六
五
条
の
区
別
を
廃
し
て
一
律
に
一
五
年
と
す
る
）
、
短
期
時
効
に
つ
い
て
は
．
五
年
、
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二
年
、
一
年
、
六
ヶ
月
の
特
則
を
承
継
し
て
、
こ
れ
に
分
属
す
る
債
権
の
配
置
・
項
目
に
多
少
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
三
年
期
間

の
対
象
で
あ
る
診
料
・
薬
料
等
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
二
条
の
一
年
（
現
行
法
は
二
年
）
を
延
長
し
、
技
師
・
工
匠
・
請
負
人
等
の
債
権
は
同
二
二

七
〇
条
の
一
〇
年
を
短
縮
し
、
書
記
・
弁
護
士
・
公
証
人
等
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
同
二
二
七
六
条
の
五
年
を
短
縮
し
、
執
達
吏
の
責
任
は
同
条
の
二
年

を
延
長
）
。

　
時
効
は
権
利
取
得
・
義
務
免
責
の
法
律
上
の
推
定
で
あ
る
と
い
う
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
年
来
の
主
張
は
、
「
時
効
ハ
時
ノ
効
力
ト
法
律

二
定
メ
タ
ル
其
他
ノ
条
件
ト
ヲ
以
テ
ス
ル
取
得
又
ハ
免
責
ノ
法
律
上
ノ
推
定
ナ
リ
」
と
す
る
証
拠
編
八
九
条
の
定
義
規
定
に
表
明
さ
れ
る

　
　
　
　
（
1
）

こ
と
に
な
り
、
そ
の
論
理
に
従
っ
て
、
同
九
六
条
二
項
は
「
時
効
ヲ
援
用
ス
ル
当
時
併
セ
テ
正
当
ノ
取
得
又
ハ
免
責
ナ
キ
コ
ト
ヲ
追
認
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ル
者
ハ
時
効
ヲ
拡
棄
シ
タ
リ
ト
看
倣
ス
」
も
の
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
短
期
時
効
の
弁
済
推
定
の
特
質
に
対
応
し
た
二

二
七
四
条
二
項
の
債
務
承
認
書
．
二
二
七
五
条
の
宣
誓
要
求
の
規
定
が
、
証
拠
編
一
六
三
条
の
追
認
書
等
．
一
六
一
条
の
自
白
に
修
正
継

　
　
　
　
　
（
3
）

受
さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
来
朝
直
後
の
司
法
省
内
の
民
法
会
議
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
時
効
を
概
説
し
た
個
所
で
、
「
日
本
ノ
如
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

火
事
多
キ
国
ニ
テ
ハ
猶
更
期
満
得
免
ハ
短
カ
ク
為
シ
テ
可
ナ
リ
十
年
許
に
立
ツ
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
説
い
て
お
り
、
そ
の
後
の
性
法
講
義
の
中

で
も
、
善
意
・
正
権
限
の
有
無
に
よ
り
三
〇
年
と
一
〇
年
に
期
間
を
分
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
取
得
時
効
を
批
判
し
て
「
長
キ
ニ
過
キ
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ハ
短
キ
ニ
過
キ
サ
ル
（
讐
ヘ
ハ
ニ
十
年
）
斉
一
ノ
期
限
ヲ
定
メ
」
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
か
ら
立
法
論
と
し
て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法

の
三
〇
年
の
原
則
期
間
に
対
し
て
は
疑
問
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
火
災
が
多
い
と
い
う
、
当
時
の
日
本
の
国
情
に
着
目
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
期
間
短
縮
は
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
戦
火
を
み
ず
か
ら
経
験
し
た
彼
の
体
験
的
発
言
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
旧
民
法
証
拠
論
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
流
の
三
〇
年
の
原
則
期
間
が
維
持
さ
れ
、
出
訴
期
限
規
則
の
実
施
上
問
題
の
多
か
っ

　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
六
ヶ
月
の
短
期
間
も
承
継
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
非
商
人
に
対
す
る
卸
売
商
人
・
小
売
商
人
の
債
権
は
当
時

の
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
二
条
に
準
じ
て
一
年
（
こ
の
点
は
出
訴
期
限
規
則
も
同
じ
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
商
人
間
の
債
権
に
は
商
法
（
旧
商
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法
三
四
九
条
）
の
六
年
の
時
効
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
か
ら
（
証
拠
編
一
五
九
条
一
号
但
書
）
、
「
商
人
互
ノ
売
掛
金
」
を
六
ヶ
月
と
し
た
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
出
訴
期
限
規
則
の
規
定
は
、
大
幅
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
明
治
二
六
年
よ
り
の
施
行
を
予
定
し
て
公
布
さ
れ
た
旧
民
法
は
法
典
論
争
を
招
来
し
て
、
明
治
二
五
年
議
会
に
お
い
て
、
修
正
の
た
め

民
法
・
商
法
の
施
行
を
延
期
す
る
法
案
が
可
決
公
布
さ
れ
、
そ
の
修
正
案
と
し
て
現
行
民
法
典
の
編
纂
が
明
治
二
六
年
よ
り
法
典
調
査
会

に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
法
典
調
査
会
の
成
案
は
、
明
治
二
九
年
の
第
九
議
会
に
「
民
法
中
修
正
案
」
と
し
て
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
．
貴
族
院
に

お
い
て
審
議
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
衆
議
院
に
お
い
て
一
六
七
条
の
原
則
的
時
効
期
問
に
関
し
て
重
大
な
修
正
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
。

　
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
「
民
法
中
修
正
案
」
の
時
効
期
間
に
関
す
る
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

原
則
・
二
〇
年
”
一
六
七
条
（
所
有
権
以
外
ノ
財
産
権
）

特
則
a
・
五
年
”
一
六
九
条
（
年
又
ハ
之
ヨ
リ
短
キ
時
期
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
金
銭
其
他
ノ
給
付
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債
権
）

同
b
・
三
年
“
一
七
〇
条
（
医
師
・
産
婆
・
薬
剤
師
ノ
治
術
・
勤
労
・
調
剤
二
関
ス
ル
債
権
、
技
師
・
棟
梁
・
請
負
人
ノ
工
事
二
関
ス
ル
債
権
）
、
一

　
七
一
条
（
弁
護
士
・
公
証
人
・
執
達
吏
の
職
務
二
関
シ
テ
受
取
リ
タ
ル
書
類
）

同
c
・
二
年
“
一
七
二
条
（
弁
護
士
・
公
証
人
・
執
達
吏
ノ
職
務
二
関
ス
ル
債
権
．
但
各
事
項
終
了
ノ
時
ヨ
リ
五
年
）
、
一
七
三
条
（
生
産
者
．
卸
売

　
商
人
・
小
売
商
人
力
売
却
シ
タ
ル
産
物
及
ヒ
商
品
ノ
代
価
但
其
買
主
ノ
商
業
二
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
、
居
職
人
．
製
造
人
ノ
仕
事
二
関
ス

　
ル
債
権
但
注
文
者
ノ
商
業
二
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
、
生
徒
・
習
業
者
ノ
教
育
・
衣
食
・
止
宿
ノ
代
料
二
関
ス
ル
校
主
・
塾
主
・
教
師
・
師

　
匠
ノ
債
権
）

同
d
・
一
年
H
一
七
四
条
（
月
又
ハ
之
ヨ
リ
短
キ
時
期
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
雇
人
ノ
給
料
、
労
力
者
・
芸
人
ノ
賃
金
ナ
ラ
ヒ
ニ
其
供
給
シ
タ
ル
物
ノ
代
価
、

　
運
送
賃
．
旅
店
・
料
理
店
・
貸
席
・
娯
楽
場
ノ
宿
泊
料
・
飲
食
料
・
席
料
・
動
産
ノ
損
料
）

ま
た
旧
民
法
と
対
比
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
民
法
中
修
正
案
」
に
お
い
て
は
、
二
重
期
間
の
制
度
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
点
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（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
あ
る
。
一
二
六
条
の
取
消
権
の
五
年
と
二
〇
年
、
四
二
五
条
の
債
権
者
取
消
権
の
二
年
と
二
〇
年
、
七
二
三
条
の
不
法
行
為
に
よ
る
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

害
賠
償
請
求
権
の
三
年
と
二
〇
年
等
の
規
定
等
が
こ
れ
で
あ
る
．

　
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
「
民
法
中
修
正
案
」
に
お
い
て
は
、
旧
民
法
の
三
〇
年
時
効
の
原
則
期
間
が
、
二
〇
年
に
ま
で
短
縮
さ
れ
た
反

面
、
六
ケ
月
の
最
短
期
問
は
一
年
に
く
り
上
げ
ら
れ
て
、
五
年
、
三
年
、
二
年
、
一
年
の
特
則
と
な
り
、
こ
れ
に
配
属
さ
れ
る
債
権
の
種

目
は
、
旧
民
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
（
部
分
的
に
は
イ
タ
リ
ヤ
）
法
系
の
項
目
に
加
え
て
、
あ
ら
た
に
ド
イ
ッ
民
法
草
案
、
イ
タ
リ
ヤ
民
法
等

の
外
国
立
法
が
参
酌
さ
れ
る
と
と
も
に
、
従
来
の
出
訴
期
限
規
則
の
規
制
と
の
関
連
性
が
比
較
的
稀
薄
で
あ
っ
た
旧
民
法
の
規
制
と
異
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

出
訴
期
限
規
則
所
定
の
種
目
が
特
則
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
さ
ら
に
個
別
規
定
に
お
け
る
二
重
期
間
制

の
採
用
に
．
ド
イ
ッ
民
法
草
案
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
修
正
案
の
起
案
に
際
し
て
、
時
効
を
法
的

推
定
と
せ
ず
、
権
利
得
喪
の
原
因
と
す
る
立
場
か
ら
、
推
定
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
旧
民
法
の
条
規
が
修
正
案
に
お
い
て
一
掃
さ
れ
る

に
至
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
修
正
案
一
六
七
条
に
「
所
有
権
以
外
ノ
財
産
権
ハ
ニ
十
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
に
因
リ
テ
消
滅
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
二
〇
年

の
原
則
期
間
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
採
用
さ
れ
た
か
。
法
典
調
査
会
に
お
い
て
、
梅
は
直
接
に
本
条
（
原
案
一
六
八
条
）
に
つ
い
て
は
、

「
之
ハ
既
成
法
典
証
拠
編
第
百
五
十
条
及
ヒ
第
百
五
十
五
条
二
依
レ
ハ
少
ク
モ
義
務
及
ヒ
相
続
権
二
付
テ
ハ
時
効
ノ
期
間
力
三
十
年
ト
ナ

ツ
テ
居
ル
ノ
ヲ
前
ノ
百
六
十
二
条
二
於
テ
述
ヘ
マ
シ
タ
ル
理
由
二
基
キ
マ
シ
テ
此
処
モ
矢
張
リ
ニ
十
年
ト
改
メ
タ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
矢
張
リ

此
処
モ
外
国
ニ
ハ
三
十
年
ノ
例
モ
最
モ
多
イ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ト
モ
理
由
ハ
前
二
申
シ
マ
シ
タ
カ
ラ
鼓
二
再
ヒ
申
シ
マ
セ
ヌ
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

説
明
を
省
略
し
て
い
る
。
前
に
定
め
ら
れ
た
一
六
二
条
の
取
得
時
効
に
お
け
る
二
〇
年
の
原
則
に
つ
い
て
、
梅
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

　
（
1
7
）

て
い
る
。

　
「
本
案
二
於
テ
ハ
ニ
十
年
ト
短
縮
シ
マ
シ
タ
理
由
ハ
開
化
力
段
々
進
ソ
テ
往
ク
ニ
従
ヒ
取
引
力
段
々
頻
繁
ニ
ナ
ル
ニ
従
テ
一
方
二
於
テ
ハ
交
通
ノ
便
力

　
開
ケ
マ
ス
ル
ニ
依
テ
此
遠
隔
ノ
地
二
居
リ
マ
ス
ル
者
テ
モ
自
分
ノ
本
国
二
在
ル
所
ノ
財
産
力
如
何
ナ
ル
有
様
二
於
テ
ア
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
苦
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シ
カ
ラ
ス
、
又
自
分
ノ
身
体
ハ
自
分
ノ
住
所
ニ
ア
ッ
テ
其
財
産
力
遠
キ
ニ
在
ル
場
合
テ
モ
亦
然
ウ
テ
ア
リ
マ
ス
又
一
方
二
於
テ
ハ
取
引
力
頻
繁
ニ
ナ
ル

　
ニ
依
テ
其
取
引
二
依
テ
生
ス
ル
権
利
力
早
ク
確
定
シ
テ
仕
舞
ハ
ヌ
ト
数
十
年
前
ノ
取
引
二
付
テ
数
十
年
ノ
後
二
於
テ
夫
二
付
テ
争
ヒ
カ
起
ツ
テ
自
分
テ

　
ハ
正
当
二
権
利
ヲ
得
テ
居
ル
ト
思
ツ
テ
モ
夫
レ
カ
数
十
年
ノ
後
二
於
テ
前
二
得
テ
居
ル
ト
思
ツ
タ
権
利
ヲ
失
ツ
テ
仕
舞
ウ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
カ
ア
ツ

　
テ
ハ
経
済
上
甚
タ
不
便
テ
仕
様
カ
ナ
イ
、
斯
様
ナ
ル
場
合
テ
マ
リ
マ
ス
カ
ラ
シ
テ
本
案
二
於
テ
ハ
白
耳
義
民
法
草
案
印
度
出
訴
期
限
法
杯
二
倣
ヒ
マ
シ

　
テ
之
ヲ
ニ
十
年
二
短
縮
シ
タ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
」
．

　
上
記
の
法
典
調
査
会
に
お
け
る
梅
の
説
明
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
修
正
案
の
採
用
し
た
二
〇
年
期
間
は
、
取
得
・
消
滅
両
時
効
を
通
ず

る
「
普
通
ノ
時
効
期
間
」
す
な
わ
ち
原
則
的
時
効
期
間
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
旧
民
法
や
諸
外
国
の
時
効
立
法
の
原
則
期
間

で
あ
る
三
〇
年
の
短
縮
が
問
題
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
元
来
特
定
の
債
権
の
み
を
対
象
と
す
る
特
別
法
で
あ
る
出
訴
期
限
規
則
な
ど
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

特
別
短
期
時
効
に
関
す
る
特
則
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
原
則
期
間
の
問
題
と
し
て
は
取
り
上
げ
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
〇
年
の
原
則
期
間
が
、
そ
の
後
の
第
九
議
会
の
衆
議
院
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
論
争
の
焦
点
と
な
り
、
一
六
七

条
は
二
項
に
分
割
さ
れ
て
、
債
権
一
〇
年
と
い
う
現
行
規
定
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
経
緯
を
以
下
に
考
察
し
よ
う
。

　
（
1
）
　
時
効
を
法
的
推
定
と
す
る
定
義
規
定
は
、
そ
れ
以
前
の
外
国
立
法
例
と
し
て
、
例
え
ば
ブ
ロ
イ
セ
ン
民
法
に
も
認
め
ら
れ
る
（
器
畠
藍
。
冨
＜
①
7

　
　
冨
鐸
言
β
晩
”
ゆ
留
①
o。
》
㎝
①
O
一
．
O
＞
冒
閃
）
。

　
　
　
わ
が
国
の
時
効
法
草
案
中
に
も
、
時
効
を
法
的
推
定
と
定
義
す
る
立
法
例
が
、
明
治
二
年
民
法
、
民
事
期
満
効
規
則
、
民
事
時
効
規
則
等
に
み

　
　
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
学
説
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
．
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
時
効
推
定
論
が
、
出
訴
期
限

　
　
規
則
の
運
用
実
務
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
．
拙
著
・
前
掲
略
史
一
八
一
頁
以
下
参
照
．

　
（
2
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
お
け
る
援
用
と
推
定
の
理
論
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
理
論
」
八
〇
四
頁
以
下
．

　
（
3
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
証
拠
編
の
原
案
で
あ
る
再
閲
修
正
草
案
一
九
九
八
条
に
お
い
て
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
宣
誓
要
求
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
裁

　
　
判
上
ノ
審
問
」
を
規
定
し
た
が
、
確
定
案
一
六
一
条
で
は
こ
の
審
問
の
規
定
は
削
除
さ
れ
、
債
務
者
の
自
白
の
み
が
残
っ
て
い
る
．

　
（
4
）
　
手
塚
豊
博
士
は
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
滝
川
記
念
論
集
・
日
本
史
編
・
上
八
五
五
頁
に
お
い
て
、
本
資
料
を
紹
介
さ

　
　
れ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
が
一
一
年
民
法
に
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
さ
れ
る
．

　
（
5
）
　
性
法
講
義
（
明
治
一
八
年
博
聞
社
版
九
四
頁
）
．
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（
6
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
司
法
省
の
民
法
会
議
に
お
い
て
「
日
本
ノ
如
キ
火
事
多
キ
国
ニ
テ
ハ
」
云
々
と
の
理
由
か
ら
時
効
期
間
の
短
縮
の
必
要
を
説

　
い
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
聞
え
る
け
れ
ど
も
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
自
身
一
八
七
〇
年
当
時
パ
リ
に
あ
っ
て
ハ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
動
乱
を
体

　
験
し
て
い
た
事
情
（
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
泰
甫
「
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ア
ソ
ナ
ア
ド
」
二
五
頁
参
照
）
が
、
こ
の
発
言
を
裏
付
け

　
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
の
点
を
暗
示
す
る
一
記
録
が
、
向
井
健
教
授
に
よ
り
明
治
二
二
年
一
月
三
一
日
付
「
身
上
証
書
法
律
案
」
と
し
て
紹
介
さ

　
れ
て
お
り
、
同
教
授
は
編
案
者
を
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
推
考
さ
れ
て
い
る
。
（
向
井
健
「
新
た
な
る
身
上
証
書
法
律
案
」
法
研
三
二
巻
一
〇
号
三
五
頁

　
以
下
．
と
く
に
五
五
頁
参
照
）
．
本
案
は
、
と
く
に
身
上
証
書
の
保
管
に
つ
い
て
、
「
身
上
証
書
ヲ
堅
固
二
保
存
セ
ン
ト
セ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
本
書
二
通

　
ヲ
記
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
」
と
し
、
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
　
　
「
火
災
ノ
猛
烈
ナ
ル
国
二
於
テ
ハ
該
手
続
ハ
其
他
ノ
国
ヨ
リ
最
要
ノ
モ
ノ
ト
ス
仏
朗
斯
二
於
テ
ハ
火
災
少
ナ
シ
ト
難
モ
其
手
続
ヲ
施
行
セ
リ
然

　
　
　
レ
ト
モ
千
八
百
七
十
一
年
「
コ
ム
ミ
ュ
ヌ
」
ノ
兵
乱
二
当
リ
巴
里
府
ニ
ア
ル
ニ
通
ノ
簿
冊
ハ
其
災
ヲ
免
ル
ヲ
得
ス
左
ノ
如
シ

　
　
　
各
区
ノ
簿
冊
ハ
中
央
部
（
ホ
ニ
テ
ー
ル
・
ド
・
ヒ
ー
ル
）
ノ
県
府
二
集
合
シ
其
他
ノ
簿
冊
ハ
民
事
裁
判
所
二
収
合
セ
シ
カ
県
庁
井
裁
判
所
共
二

　
　
　
該
兵
火
二
罹
リ
故
二
該
争
乱
以
来
巴
里
府
二
於
テ
身
上
証
書
ハ
全
ク
消
滅
セ
リ

　
　
　
巴
里
府
二
於
テ
身
上
証
書
ヲ
更
二
編
纂
ス
ル
ニ
当
り
他
ノ
書
類
又
ハ
各
自
ノ
受
取
リ
タ
ル
写
書
又
ハ
判
然
ナ
ル
申
立
□
以
テ
証
書
ヲ
補
充
セ
リ

　
　
　
然
レ
ト
モ
該
最
大
ナ
ル
事
業
ハ
仕
逐
ク
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
尚
ホ
完
全
ナ
ル
者
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
」

　
こ
の
資
料
は
身
分
証
書
の
保
管
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
事
情
は
．
一
般
の
契
約
上
の
記
録
・
書
類
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
．
上

記
の
生
々
し
い
記
述
は
、
司
法
省
民
法
会
議
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
前
記
発
言
の
背
景
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
7
）
　
出
訴
期
限
規
則
一
条
所
定
の
期
間
と
債
権
種
目
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
移
入
で
あ
る
と
指
摘
し
、
旧
民
法
が
再
び
こ
の
期
間
を
採
用
し
た
こ
と
を
、

わ
が
国
の
人
情
風
俗
に
合
わ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
批
判
す
る
論
説
と
し
て
、
片
寄
判
之
輔
「
出
訴
期
限
規
則
」
（
明
法
雑
誌
八
五
号
九
頁
・
明

治
二
二
年
）
参
照
．

（
8
）
　
旧
民
法
の
時
効
規
則
は
、
そ
の
基
本
と
す
る
推
定
的
時
効
法
理
、
援
用
の
制
限
、
停
止
事
由
の
限
定
、
自
然
義
務
の
明
文
化
な
ど
主
要
な
問
題

　
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
学
説
を
か
な
り
忠
実
に
反
映
し
具
体
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
規
定
に
つ
い
て
み
る
と
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
従
前
の
講
義
や
旧
民
法
案
の
解
説
に
お
い
て
記
述
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
批
判
の
全
部
が
、
必
ず
し
も
旧
民
法
で
実
現
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
証
拠
編
一
六
一
条
は
草
案
一
九
九
八
条
の
趣
旨
を
後
退
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
し
，
債
権
担
保
編
一
一
四
条
が
質
物
に

ょ
る
被
担
保
債
権
の
時
効
完
成
を
停
止
さ
せ
て
い
る
点
は
、
草
案
一
六
一
九
条
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
主
張
と
は
逆
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
現

行
民
法
三
〇
〇
、
三
五
〇
条
に
お
い
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
原
案
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
）
．
使
用
貸
借
の
双
務
契
約
性
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
自
身
が
起
案
中
に
改
説
し
た
部
分
も
あ
り
、
ま
た
彼
の
意
に
反
し
て
原
案
が
修
正
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
．
池
田
真
朗
「
民
法
四
六
七
条
に
お
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け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
復
権
」
手
塚
記
念
論
集
一
〇
四
九
頁
は
、
債
権
譲
渡
の
通
知
に
関
す
る
財
産
編
三
四
七
条
が
法
律
取
調
委
員
会
に
よ
る
、
ボ

　
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
に
反
す
る
修
正
、
誤
訳
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
い
る
．
旧
民
法
の
確
定
法
文
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
原
文
の
誤

訳
が
あ
る
こ
と
は
、
梅
の
和
仏
法
律
学
校
に
お
け
る
旧
民
法
証
拠
編
九
四
条
の
講
義
に
も
指
摘
が
あ
る
（
梅
謙
次
郎
講
述
・
時
効
法
・
和
仏
法
律
学

校
講
義
録
出
版
部
三
二
頁
）
。

　
　
従
来
知
ら
れ
て
い
る
証
拠
編
の
草
案
の
限
り
で
は
、
三
〇
年
の
原
則
期
間
は
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
証
拠
編
起
案
の
段
階
で
は
、
ボ

　
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
原
則
期
間
の
短
縮
を
断
念
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
火
事
に
ょ
る
証
拠
滅
失
を
、
契
約
上
の
債
権
の
書
証
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、

特
別
短
期
時
効
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
．
も
し
も
後
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
の
第
九
帝

国
議
会
の
審
議
に
よ
る
債
権
一
〇
年
の
特
則
は
、
結
果
的
に
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
当
初
の
構
想
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
な
お
後
出
第
八
節
注

　
（
10
）
参
照
。

（
9
）
　
こ
れ
に
対
し
て
出
訴
期
限
規
則
に
定
め
の
な
か
っ
た
不
法
行
為
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
財
産
編
三
七
九
条
は
「
民
事

　
ノ
犯
罪
又
ハ
准
犯
罪
力
刑
事
ノ
犯
罪
ヲ
成
ス
ト
キ
ハ
犯
罪
者
二
付
テ
モ
刑
事
訴
訟
法
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
民
事
訴
訟
ノ
管
轄
及
ヒ
時
効
二
関
ス
ル
規
則

　
ヲ
適
用
ス
」
と
規
定
し
、
公
訴
時
効
に
照
応
し
て
民
事
時
効
が
完
成
す
る
フ
ラ
ソ
ス
法
の
立
法
を
継
受
し
て
い
る
．

（
10
）
　
旧
民
法
財
産
編
五
四
四
－
六
条
に
よ
る
錆
除
の
訴
権
・
抗
弁
に
か
か
る
五
年
時
効
の
修
正
．
法
典
調
査
会
に
お
い
て
梅
は
、
本
条
の
二
重
期
間

制
を
「
是
ハ
独
逸
民
法
草
案
二
倣
ツ
テ
書
イ
タ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ド
イ
ッ
民
法
第
二
草
案
九
九
条
（
第
一
草
案
一
〇
四
条
）
に

お
け
る
一
年
と
三
〇
年
と
い
う
二
重
期
間
制
を
参
考
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
二
ー
一
八
三
。

（
1
1
）
　
旧
民
法
財
産
編
三
四
四
条
は
、
廃
罷
訴
権
に
つ
い
て
詐
書
行
為
時
か
ら
三
〇
年
、
債
権
者
の
詐
害
覚
知
時
か
ら
二
年
の
二
重
期
間
を
規
定
す
る

が
、
本
条
は
、
修
正
案
一
六
七
条
の
二
〇
年
時
効
の
原
則
に
対
応
し
て
、
旧
民
法
の
長
期
三
〇
年
を
二
〇
年
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
．
前
掲
速
記

録
一
八
ー
一
七
九
．

（
1
2
）
前
記
財
産
編
三
七
九
条
の
規
制
を
、
ド
イ
ッ
民
法
第
一
草
案
七
一
九
条
、
第
二
草
案
七
七
五
条
の
三
年
と
三
〇
年
の
二
重
期
間
制
に
倣
っ
て
修

正
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
．
こ
こ
で
も
二
〇
年
の
長
期
は
、
修
正
案
の
二
〇
年
原
則
時
効
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
速
記
録
四
一
ー
二
三
七
．

（
1
3
）
民
法
典
前
三
編
制
定
以
後
の
立
法
に
お
け
る
二
重
期
間
制
の
採
用
例
と
し
て
、
法
典
調
査
会
原
案
九
七
四
条
（
民
法
旧
規
定
九
六
六
条
・
現
行

　
八
八
四
条
）
の
相
続
回
復
請
求
権
の
五
年
と
二
〇
年
は
、
証
拠
編
一
五
五
条
の
三
〇
年
を
修
正
し
、
五
年
期
間
を
新
設
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
一

　
五
五
条
（
旧
一
一
四
五
条
・
現
一
〇
四
二
条
）
の
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
一
年
と
一
〇
年
と
は
新
設
規
定
で
あ
る
．
前
掲
速
記
録
五
八
－
三
、
六
五

－
一
五
一
．

（
1
4
）
修
正
案
の
採
用
し
た
短
期
時
効
の
特
則
に
お
け
る
期
間
・
債
権
種
目
に
及
ぽ
し
た
諸
外
国
立
法
例
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
ボ
ア
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ソ
ナ
ー
ド
理
論
」
八
〇
二
頁
注
（
7
）
、
「
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
」
（
民
法
学
1
）
一
三
三
頁
以
下
参
照
．

　
　
修
正
案
一
七
三
条
は
、
証
拠
編
一
五
九
条
の
一
年
を
ド
イ
ッ
民
法
第
二
草
案
一
六
三
条
に
倣
っ
て
二
年
に
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
期
間

　
延
長
の
動
機
が
、
従
来
の
出
訴
期
限
規
則
に
お
け
る
売
掛
代
金
の
六
ヶ
月
．
一
年
の
短
期
間
と
取
引
慣
行
と
の
衝
突
に
あ
る
こ
と
は
、
梅
の
起
案
説

　
明
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
速
記
録
五
－
二
一
〇
．
修
正
案
一
七
四
条
も
同
様
の
理
由
か
ら
証
拠
編
一
六
〇
条
の
六
ヶ
月
を
一
年
に
延

　
長
す
る
と
と
も
に
、
運
送
賃
・
席
料
・
立
替
金
・
動
産
損
料
等
の
新
項
目
を
立
て
た
が
、
こ
れ
ら
が
出
訴
期
限
規
則
一
条
三
条
所
定
の
債
権
に
該
当

　
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
修
正
案
の
時
効
法
は
、
短
期
特
則
の
範
囲
で
、
前
掲
司
法
省
「
民
事
期
満
効
規
則
」
「
民
事
時
効
規
則
」
等
と

　
同
様
に
、
出
訴
期
限
規
則
の
規
制
に
連
絡
し
．
同
規
則
改
正
の
立
法
系
列
に
属
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。

（
1
5
）
修
正
案
に
お
け
る
時
効
期
間
の
構
成
上
、
起
案
者
が
出
訴
期
限
規
則
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
は
、
後
の
第
九
議
会
に
よ
る
二
〇
年

　
期
間
の
審
議
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
す
る
論
議
と
し
て
、
修
正
案
一
二
六
条
の
原
案
一
二
七
条
二
項
に
「
取
消
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

得
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
普
通
ノ
時
効
二
必
要
ナ
ル
期
間
ヲ
経
過
ス
ル
ト
キ
ハ
取
消
権
ハ
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ス
消
滅
ス
」
（
傍
点
・
筆
者
）

　
と
あ
る
「
普
通
ノ
時
効
」
の
意
味
と
出
訴
期
限
規
則
の
各
期
間
と
の
関
係
を
．
高
木
豊
三
が
質
問
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
条
の
説
明
を
担
当
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
た
梅
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
前
掲
速
記
録
三
ー
一
一
。
「
私
共
ノ
見
マ
ス
ル
所
デ
ハ
只
今
高
木
君
ノ
例
二
出
サ
レ
タ
ニ
ヶ
月
ト
カ
ニ
年
ト
カ

　
三
年
ト
カ
五
年
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
即
チ
皆
特
別
時
効
テ
マ
リ
ア
ス
普
通
時
効
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
必
ズ
一
ツ
シ
カ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
今
ノ
民

法
デ
普
通
ノ
時
効
ハ
三
十
年
ト
ナ
ツ
テ
居
ル
夫
レ
デ
今
度
ノ
案
テ
ハ
ニ
十
年
ニ
ナ
ル
カ
三
十
年
ニ
ナ
ル
カ
分
リ
マ
セ
ヌ
ガ
無
論
五
年
ヨ
リ
永
イ
ト
云

　
フ
コ
ト
ハ
云
ヘ
ヤ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ー
独
逸
民
法
ノ
如
ク
三
十
年
ト
カ
ニ
十
年
ト
カ
、
三
十
年
ト
書
ヶ
バ
宜
イ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ト
モ
其
方
ハ
後

　
ト
デ
書
ク
、
此
処
デ
言
ハ
ヌ
デ
モ
唯
「
普
通
ノ
時
効
」
ト
書
ケ
バ
分
ル
ト
思
ツ
テ
斯
様
二
「
普
通
ノ
時
効
」
ト
書
イ
タ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
」
。
本
条
の

審
議
段
階
で
は
、
一
六
七
条
の
二
〇
年
原
則
が
未
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
原
則
期
間
を
梅
は
さ
し
あ
た
り
「
普
通
ノ
時
効
」
と
表
現
し
た

　
の
で
あ
り
、
出
訴
期
限
規
則
の
各
期
間
は
、
い
ず
れ
も
「
特
別
時
効
」
す
な
わ
ち
特
則
の
問
題
で
あ
り
、
「
普
通
ノ
時
効
」
す
な
わ
ち
原
則
期
間
と

　
は
関
係
が
な
い
．
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
16
）
　
前
掲
速
記
録
五
i
一
七
三
．

（
1
7
）
　
同
上
五
－
一
二
〇
以
下
。

（
1
8
）
　
従
っ
て
修
正
原
案
一
六
二
、
一
六
七
条
の
原
則
期
間
の
範
囲
で
は
、
法
典
調
査
会
の
審
議
に
お
い
て
は
出
訴
期
限
規
則
は
説
明
も
な
く
、
質
疑

　
の
対
象
と
も
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
前
出
注
（
15
）
参
照
。
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